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評価調査結果要約表評価調査結果要約表評価調査結果要約表評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：欧州地域、セルビア、ボスニア・ヘル

ツェゴビナ、モンテネグロ 

案件名：西バルカン地域における中小企業メ

ンターサービス構築・普及促進プロジェクト 

分野：民間セクター開発 協力形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：産業開発・公共政策部 協力金額（評価時点）：約 2.9 億円 

協力期間 2013 年 4 月 1 日～2016 年 5 月 11

日（3 年 1.5 カ月） 

先方関係機関：セルビア：地域開発庁（NARD）、

ボスニア・ヘルツェゴビナ：対外貿易経済関

係省（MOFTER）、サラエボ経済地域開発庁

（SERDA）、モンテネグロ：中小企業開発庁

（DDSME） 

日本側協力機関：なし 

他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

西バルカン地域のセルビア共和国（以下、「セルビア」と記す）、ボスニア・ヘルツェゴビナ、

モンテネグロは旧ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の解体後、それぞれ独立した国として、

近年の比較的安定した政情の下、経済開発を推進していた。2008 年に起きた金融危機の影響で

各国の GDP 成長率はマイナスに転じたものの（2009 年：セルビア-3.5％、ボスニア・ヘルツェ

ゴビナ-2.9％、モンテネグロ-5.7％）、その後緩やかに回復し、2013 年にはそれぞれ 2.6％、3.3％、

2.5％の GDP 成長を実現している。3 カ国の政府は、国内企業数の大半を占め〔セルビア 99.4％

（2014 年）、ボスニア・ヘルツェゴビナ 99.1％（ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦 99.2％、スル

プスカ共和国 99.0％）（2014 年）、モンテネグロ 99.8％（2013 年）〕、国内雇用者の大部分を抱

える中小企業に対し、経済の活性化、失業者の吸収や貿易赤字の緩和といった面で大きな期待

を寄せている。 

3 カ国の政府は欧州連合（European Union：EU）の政策・制度を踏まえて、中小企業の競争

力強化をめざした政策・制度の整備を進めている一方で、中小企業は依然として金融アクセス

の制約、煩雑な行政手続き、国内の不平等な競争等において問題を抱えている。また、政策・

制度を実施するにあたっての支援体制は脆弱であり、中小企業支援サービスを実施する人材が

不足し、支援メニューも限られているなか、これらを充実させることが必要である。 

このようななか、JICA ではセルビアにおいて日本における経営指導員の経験を生かし、中小

企業に直接企業診断やアドバイザリー活動を行うメンター制度の組織化、定着を目的とした技

術協力プロジェクト「メンター制度組織化計画プロジェクト」（2008 年 8 月～2011 年 8 月、以

下、「先行プロジェクト」という）を実施した。このメンター制度はセルビア国内の多くの地

域にて導入されたものの、サービスの質やメンターの育成等に課題が残っていたことから、セ

ルビアからメンター制度の強化、さらなる普及を目的とした継続案件の要請があった。また、

セルビアにおける先行プロジェクトの成果を評価したボスニア・ヘルツェゴビナの対外貿易経

済関係省（Ministry of Foreign Trade and Economic Relations：MOFTER）及びモンテネグロの中

小企業開発庁（Directorate for Development of Small and Medium-sized Enterprises：DDSME）から

も、セルビアと同様のメンターサービス構築に対する協力の実施について要請がなされた。セ
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ルビア側も本経験を活用し、両国のサービス構築に協力する意向を示したことから、JICA は

2012 年に詳細計画策定調査を実施、各国政府機関等の関係者と技術協力プロジェクト「西バル

カン地域における中小企業メンターサービス構築･普及促進プロジェクト」（以下、「本プロジ

ェクト」）の協力内容について協議･合意に至り、2016 年 5 月までの予定でプロジェクト活動を

実施中である。これまでに 7 名のプロジェクト専門家（総括、副総括/生産管理、人材育成/業

務調整、企業診断、制度支援、起業研修/支援、業務調整/マーケティング）を現地へ派遣し、3

カ国の関係者に対する指導を行っている。 

１－２ 協力内容 

セルビアについては、同国で構築されたメンタリングシステムを補強し全国的に普及を支援

し、ボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロについては、メンターサービスの導入を通じ

て中小企業（Small and Medium Enterprise：SME）支援機関の支援能力を向上し、同地域 SME

の発展に貢献する。 

 

（1）上位目標 

西バルカン地域（セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ）において中小

企業への経営指導サービス（以下、メンターサービス）が継続・拡大され、同地域の中小

企業が存続・発展する。 

 

（2）プロジェクト目標 

メンターサービスの構築とその実施を通し、各国の中小企業支援機関の中小企業への支

援能力が向上する。 

 

（3）成 果 

成果 1：（セルビア）セルビアの中小企業の状況に基づいたメンター制度が見直される。 

（ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ）自国において中小企業の状況に基づ

いたメンターサービスが構築され、見直される。 

成果 2：各国において中小企業の課題解決に資するメンター及びメンタートレーナーが育

成される。 

成果 3：各国においてメンターサービスが実践される。 

成果 4：メンターサービスを強化するための情報や知識がメンター、実施機関及び中小企

業の間で蓄積・共有される。 

 

（4）投 入 

日本側：総投入額 2.9 億円 

・専門家派遣 7 名 

・本邦研修受入れ 41 名（セルビア 12 名、ボスニア・ヘルツェゴビナ 16 名、モンテネ

グロ 13 名） 

・機材供与 プリンタ 3 台（各国 1 台） 

・ローカルコンサルタント雇用、ボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロ向け第三

国講師雇用 
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・その他現地活動経費（研修及びセミナー開催費の一部を含む） 

相手国側： 

・カウンターパートの配置と給与・手当、活動経費 

・日本人専門家に必要な執務室とユーティリティ経費 

・研修及びセミナー開催施設・設備 

・プロジェクト実施に必要となる基本的なデータ及び関連情報 

・カウンターパートの国内旅費 

・国内でのメンタリング及びメンタートレーナーの研修講義に係る給与・手当等 

２．評価調査団の概要 

調査者 舟橋 學 JICA 国際協力専門員 

岡 ひとみ JICA 産業開発・公共政策部民間セクターグループ 

昌谷 泉 合資会社プラスタ 

相手国側調査期間 2015 年 11 月 2 日～11 月 20 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）プロジェクト目標：メンターサービスの構築とその実施を通し、各国の中小企業支援機

関の中小企業への支援能力が向上する 

3 カ国にてメンターサービスの制度が構築され、大半のメンターがメンタリング能力を

向上させ、同サービスが各中小企業支援機関より各企業に対し提供された。各国とも現時

点で各指標をおおむね達成しているため、プロジェクト終了までにプロジェクト目標をほ

ぼ達成することが見込まれる。ただし、ボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロにつ

いては、メンターサービスを提供する仕組みがひと通り構築され、中小企業への支援能力

はおおむね向上したといえるが、一部メンタートレーナーの育成が完了しておらず、メン

ターの継続的な育成に課題が残っている。 

【指標】 

1．（セルビア）プロジェクト開始年に比べ 75％以上のメンターが、メンター制度の実

施によりメンタリング能力を向上させる。 

（ボスニア・ヘルツェゴビナ）プロジェクト開始年に比べ 80％以上のメンターが、

メンター制度の実施によりメンタリング能力を向上させる。 

（モンテネグロ）プロジェクト開始年に比べ 70％以上のメンターが、メンター制度

の実施によりメンタリング能力を向上させる。 

2．対象となる SME 支援機関が、メンター制度戦略・計画、メンタリング実施ガイド

ライン、研修カリキュラム及びメンター評価方法の改訂を自ら行う能力があると JICA

専門家が判断する。 

 

（2）成 果 

1）成果 1：（セルビア）セルビアの中小企業の状況に基づいたメンター制度が見直される。 

（ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ）自国において中小企業の状況に

基づいたメンターサービスが構築され、見直される。 
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3 カ国において達成された。 

（セルビア）セルビアのメンター制度について、既に見直しが終了し、基本コンセプ

ト、育成制度、資格制度、各取り組みの概要等が明記された「制度設計マニュアル」及

びメンタリング内容、実施時期、必要な準備についてまとめた「制度運営マニュアル」

が作成された。 

（ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ）セルビアの「制度設計マニュアル」及

び「制度運営マニュアル」がボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロに共有され、こ

れら 2 カ国においても、これらのマニュアルを基に自国のメンター制度が構築された。 

【指標】 

1.1 （セルビア）改善されたメンター制度戦略・計画、メンタリング実施ガイドライ

ン、研修カリキュラム及びメンター評価方法が作成される。 

（ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ）メンター制度戦略・計画、メンタ

リング実施ガイドライン、研修カリキュラム及びメンター評価方法が作成され、

改訂される。 

1.2 （セルビアのみ）メンター資格制度改訂版が作成される。 

 

2）成果 2：各国において中小企業の課題解決に資するメンター及びメンタートレーナー

が育成される。 

3 カ国において達成された。 

3 カ国それぞれで作成された「制度設計マニュアル」及び「制度運営マニュアル」を

基に、メンター及びメンタートレーナーが育成されている。セルビアでは、メンター、

メンタートレーナーとも順調に育成されている。一方、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モ

ンテネグロでは、座学トレーナーの育成は完了しているが、OJT（On the Job Training）

トレーナー選定の条件であるメンタリング経験数 5 件以上を超える者がいないことから

同トレーナーは育成されていない。なお、プロジェクト期間中に OJT トレーナーになる

ための教材が作成されているため、プロジェクト終了後も独学で OJT トレーナーになる

ための知識をつけることが可能である。 

【指標】 

2.1 （セルビア）メンターサービスを実施する能力を獲得するため 50 人以上が研修

を新たに受ける。 

（ボスニア・ヘルツェゴビナ）メンターサービスを実施する能力を獲得するため

12 人以上が研修を新たに受ける。 

（モンテネグロ）メンターサービスを実施する能力を獲得するため 8 人以上が研

修を新たに受ける。 

2.2 （セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ）10 人以上がメンタートレーナーにな

るための研修を新たに受ける。 

（モンテネグロ）5 人以上がメンタートレーナーになるための研修を新たに受け

る。 

2.3 （セルビア）2015 年 1 月以降に新たに採用されたメンタートレーナーの 80％以

上が、管理者及び受講生によって、メンター研修を実施するに十分の高い能力が
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あると評価される。 

（ボスニア・ヘルツェゴビナ）2015 年 1 月以降に新たに採用されたメンタートレ

ーナーの 80％以上が、管理者及び受講生によって、メンター研修を実施するに十

分の高い能力があると評価される。 

（モンテネグロ）2015 年 1 月以降に新たに採用されたメンタートレーナーの 70％

以上が、管理者及び受講生によって、メンター研修を実施するに十分の高い能力

があると評価される。 

 

3）成果 3：各国においてメンターサービスが実践される。 

3 カ国においてほぼ達成、あるいは達成が見込まれる。 

メンターサービスの質を担保するため、3 カ国それぞれについて、各国の現状を踏ま

え、まずメンタリングの概要及び基本的な手続きに関するガイドラインが作成され、次

に成熟した中小企業向け、スタートアップ向けの実践的なメンタリング手法を明記した

メンタリングガイドラインが作成された。各国で上記 3 種類のガイドラインを基にメン

ターサービスが実践されている。今回の調査では、ガイドラインができたことでメンタ

リングのプロセス及び方法が明確化しメンタリングしやすくなったなどの意見が多数

聞かれ、ガイドラインに対するメンターの満足度が非常に高いことが分かった。また、

ガイドラインによって、メンターサービスを受ける企業側もメンタリングのステップと

ゴールを正しく理解し、メンターとの共同作業に対して積極的な姿勢で取り組むように

なるなどの効果も多くみられた。 

【指標】 

3.1 （セルビア）プロジェクト開始以降、550 社以上の SME がメンターサービスを

受ける。 

（モンテネグロ、ボスニア・ヘルツェゴビナ）30 社以上の SME がメンターサー

ビスを受ける。 

 

4）成果 4：メンターサービスを強化するための情報や知識がメンター、実施機関及び中

小企業の間で蓄積・共有される。 

3 カ国においてほぼ達成された。 

各国の実施機関による情報共有及び蓄積のために、2015 年 9 月の 3 カ国合同会議を通

じて各国の成功事例を共有。また、セルビアではメンタリング事例を蓄積するデータベ

ースをプロジェクト期間中に構築する予定である。各国の中小企業に対しては、セルビ

ア人の外部コンサルタントを通して、各種メディア（TV、新聞、雑誌、ソーシャルメデ

ィア等）を通じて、メンターサービスの成功事例が周知された。特にセルビアでは周知

した内容を通じて、メンタリングに興味をもち応募した企業が多いことが分かった。 

【指標】 

4.1 3 国間で経験を共有するための会合が少なくとも年 1 回開催される。 

4.2 （セルビア）80％以上のメンタリング事例がデータベースに蓄積される。 

（モンテネグロ、ボスニア・ヘルツェゴビナ）全メンター会議が毎年開催される。 

4.3 （セルビア）蓄積されたメンター事例が、メンター及び実施機関の承認を受けた
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スタッフによって定期的にアクセスされる。 

（ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ）蓄積されたメンター事例が、メン

ター及び実施機関にアクセスされる。 

4.4 メンタリング事例のうち優れた事例が、出版、セミナー、講義、メディアを通じ

て SME に紹介される。 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

各国ともプロジェクトの妥当性は非常に高い。 

・セルビア、モンテネグロでは国家 SME 振興戦略においてメンターサービスに言及さ

れている。ボスニア・ヘルツェゴビナには SME 振興計画はないが、国家レベル、各

エンティティにとり企業の大半を占める SME 振興は重要課題である。 

・SME 振興のため各国 SME 振興策実施機関の能力強化は必須である。 

・日本の対 3 国 ODA（Official Development Assistance）方針に民間セクター開発が含ま

れており、プロジェクトと整合する。 

・日本政府は国内 SME 開発支援に長年の経験があり、多くの国に対する技術協力にお

いても SME 振興を実施していることから、当該分野の支援に優位性をもつ。また、

三角協力で第三国の資源を活用した支援の経験も豊富である。 

 

（2）有効性 

各国ともプロジェクトの有効性は高い。 

・ガイドラインやマニュアルの作成によるメンタリング定義の明確化、メンターサービ

スの標準化及び資格制度確立等がプロジクト目標達成に向かって特に貢献した。 

・JICA 専門家（セルビアにおいてはセルビア人専門家も起用）による特別 OJT（Special 

On the job training Through special Consultants：SOTC）の効果が大きかった。 

・メンターを対象にした本邦研修の効果が顕著であった。帰国後に本邦研修の成果は活

用され、プレゼンテーションや直接指導によって他のメンターにも波及された。 

 

（3）効率性 

各国ともプロジェクトの効率性は高い。 

・JICA 専門家は効率的、精力的に活動した。3 国滞在期間外もカウンターパートやメン

ターの質問に真摯に回答し、効率性向上に貢献した。 

・各国実施機関のカウンターパートは適切に配置された。プロジェクトマネジャーの指

導力は高く、概して高い主体性を発揮した。 

・効率的なプロモーション、PR 戦略を展開し、メンターサービスの認知度向上を実現

した。特にセルビアでのプロモーションの効率が高かった。 

・本邦研修は適正に実施された。 

・プロジェクトに使用された機材、施設は適正でありトラブルはなかった。 

 

（4）インパクト 

各国とも正のインパクトとして複数の点が観察された。負のインパクトは確認されてい
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ない。 

・上位目標の達成見込みについては予測困難であるが、各国政府のメンターサービスを

重視する意向と実施機関の能力の高さから判断すると達成は十分可能であると思わ

れる。特にモンテネグロでは既にメンターサービス実施対象地域を拡大している。 

・全メンター会議、カウンターパートのワークショップ等で 3 国間の協力が大きく推進

された。メンターを仲介した各国 SME 間のビジネス発展可能性もある。 

・セルビアは自国制度の経験を共有し、メンタートレーナーを派遣することによって、

ボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロのメンター制度構築、メンター育成に大

きく貢献した。 

・本プロジェクトで構築・実施されたメンターサービス制度及びメンターサービスの実

績が高く評価され、セルビアでは米国国際開発庁（United States Agency for International 

Development：USAID）の SME 支援プロジェクトに活用され、ボスニア・ヘルツェゴ

ビナでは EU からの予算獲得につながった。 

 

（5）持続性 

持続性はセルビアでは高く、ボスニア・ヘルツェゴビナでは中程度、モンテネグロでは

比較的高いと判断された。 

 

1）政策・制度面 

・各国とも SME 振興を重要課題としており、政策面での持続性は高い。特にセルビア

とモンテネグロでは次期 SME 戦略にメンターサービスの実施を明記している。 

・セルビアでは実施機関の地域開発庁（National Agency for Regional Development：NARD）

と投資輸出促進庁（Serbia Investment and Export Promotion Agency：SIEPA）との統合

によるメンターサービス実施体制への影響が懸念要因となっている。 

・ボスニア・ヘルツェゴビナでは各レベルの政府がメンターサービスの推進に前向きの

姿勢を示してはいるものの、今後のサービス全国展開の具体像は現時点で不明確であ

る。 

 

2）技術面 

・各国とも実施機関の管理能力、メンターの技術力は高い。ただしボスニア・ヘルツェ

ゴビナ及びモンテネグロのメンターはさらに経験を必要とする。 

・プロジェクトで作成されたマニュアル、ガイドラインの内容、使い勝手は各国で高く

評価されており、今後も継続して活用されると思われる。 

 

3）財務面 

・セルビアでは過去数年間、安定したメンターサービスの予算を確保しており、政策に

も支持されていることから財務面の持続性は高い。 

・ボスニア・ヘルツェゴビナでは EU の予算を得たものの、政府からのメンターサービ

ス予算は現在ない。ただし各エンティティ政府からメンターサービス支持が表明され

ており、将来予算が獲得できる可能性はある。 
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・モンテネグロでは政策に基づきメンターサービス予算は確保される見通しだが、政府

財政困難により DDSME 自体の予算は削減傾向にある。 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

・メンターサービスの内容、プロセスを標準化したことにより、セルビアをモデルとした

ボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロへの展開を円滑に実施することができた。 

・セルビア人メンタートレーナーが、ボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロのメン

ター育成研修に大きく貢献した。研修終了後も助言をする等の協力をして効果を持続し

た。 

・2015 年 9 月に開催された全メンター会議は、その内容、進行が精緻に計画されており、

メンタリングの経験、ノウハウや課題が 3 国のメンターの間で共有された。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

・日本側 JICA 専門家と各国カウンターパート及びメンター間の関係は良好であり、対面

だけでなくメールや電話を通じ頻繁に連絡をとり、プロジェクト活動を効果的、効率的

に進めた。 

・各国実施機関のマネジメントは強い指導力をもち、プロジェクト活動を推進した。 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 

・特になし。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

・特になし。 

３－５ 結 論 

3 国ともプロジェクトの妥当性は非常に高く、有効性、効率性は高い。インパクトについて

は、3 国とも正のインパクトのみが複数観察された。持続性は、セルビアでは高く、ボスニア・

ヘルツェゴビナでは中程度、モンテネグロでは比較的高い、と判断された。 

３－６ 提 言 

（1）セルビア 

1）ボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロへの経験共有の継続 

セルビア人メンタートレーナーによるボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロで

のメンター研修活動は、事後のメール等によるフォローアップを丁寧に実施したことに

より高く評価された。プロジェクト終了後もこの種の協力の継続が期待される。 

2）全メンター会議の定期的開催 

全メンターが一堂に会する全メンター会議は極めて有意義であった。NARD は他 2

国の実施機関と会議の定期的開催に向け、資金面を含め協議するよう期待される。 

 

（2）ボスニア・ヘルツェゴビナ 

1）エンティティ、自治体間の調整 

メンターサービスの全国展開を図るにあたっては、両エンティティ及びカントン、市
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レベルの SME 政策担当者に、プロジェクトの実績を踏まえたうえでメンターサービス

の効果と重要性を理解してもらう必要がある。MOFTER は JICA専門家チームとともに、

各レベルの SME 政策担当者を招いてメンターサービスについての情報共有を目的した

セミナーを、プロジェクト終了前に少なくとも 1 回開催するべきである。 

 

2）サービス対象 SME の変更等の柔軟な対応 

メンターサービスの対象となる企業の数は年々増加し、なかにはメンターの助言に必

ずしも同意しない企業も出てくる。サラエボ経済地域開発庁（Sarajevo Economic Region 

Development Agency：SERDA）は、場合によってはサービスを中断し、対象企業の変更

等の柔軟な対応が可能となるような制度を導入することが求められる。 

 

3）メンターサービスのフォローアップ 

メンターサービスを受けた SME は、サービス期間終了後も継続的にメンターに助言

を求める場合があり、担当したメンターの負担となりつつある。このような事態を避け

るため、SERDA が組織的にメンターサービスのアフターケア、フォローアップを実施

する仕組みを整備すべきである。 

 

4）メンター間での事例共有と協議 

プロジェクト終了後には JICA 専門家やセルビア人メンタートレーナーの助言が受け

られなくなることによって、メンターサービスの質が低下するおそれがある。そのよう

な事態を極力避けるため、SERDA は所属メンターが実際のメンタリング事例を共有し

質の高いサービスを提供するための協議の場を定期的に設けるべきである。 

 

5）全メンター会議の定期的開催 

全メンターが一堂に会する全メンター会議は極めて有意義であった。SERDA は他 2

国の実施機関と会議の定期的開催に向け、資金面を含め協議するよう期待される。 

 

（3）モンテネグロ 

1）メンター間での事例共有と協議 

プロジェクト終了後には JICA 専門家やセルビア人メンタートレーナーの助言が受け

られなくなることによって、メンターサービスの質が低下するおそれがある。そのよう

な事態を極力避けるため、DDSME はメンターが実際のメンタリング事例を共有し質の

高いサービスを提供するための協議の場を定期的に設けるべきである。 

 

2）OJT トレーナーの育成 

モンテネグロではいまだ OJT トレーナーが存在していない。OJT トレーナーの資格要

件として、メンタリング実績回数を重ねることと OJT トレーナー向け座学研修を受ける

ことが必要とされるが、後者のモンテネグロ国内での実施可能性について、DDSME は

JICA 専門家とプロジェクト終了前に協議することが期待される。 
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3）全メンター会議の定期的開催 

全メンターが一堂に会する全メンター会議は極めて有意義であった。DDSME は他 2

国の実施機関と会議の定期的開催に向け、資金面を含め協議するよう期待される。 

３－７ 教 訓 

（1）セルビア 

1）メンター制度の構築の効果とその実施 

プロジェクトではメンタリングを明確に定義し、メンターサービスのプロセス、内容

を標準化した。そしてそれをマニュアル、ガイドラインに平明に記述し、メンターが活

用することによって対象となった SME もメンタリングを理解し、メンターの助言を聞

き入れ、メンタリングの成果が発現するに至った。類似プロジェクトにおいても、この

ようによく整備されたマニュアルの作成と活用は、カウンターパートの信頼を高めプロ

ジェクトを成功させることに結びつく。 

 

（2）ボスニア・ヘルツェゴビナ 

1）メンター制度の構築とその実施のバランス 

プロジェクトではメンタリングを明確に定義し、メンターサービスのプロセス、内容

を標準化した。そしてそれをマニュアル、ガイドラインに平明に記述し、メンターが活

用することによって対象となった SME もメンタリングを理解し、メンターの助言を聞

き入れ、メンタリングの成果が発現するに至った。さらにこの成果が EU からの予算獲

得にもつながった。類似プロジェクトにおいても、このようによく整備されたマニュア

ルの作成と活用は、カウンターパートの信頼を高めプロジェクトを成功させることに結

びつく。 

 

（3）モンテネグロ 

1）メンターサービスの効果による政府予算獲得 

プロジェクトではメンタリングを明確に定義し、メンターサービスのプロセス、内容

を標準化した。そしてそれをマニュアル、ガイドラインに平明に記述し、メンターが活

用することによって対象となった SME もメンタリングを理解し、メンターの助言を聞

き入れ、メンタリングの成果が発現するに至った。この成果が、財政状況が厳しいなか

においても政府経済省からの予算獲得につながった。類似プロジェクトにおいても、成

功実績が将来の継続的財源確保に結びつく。 
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第１章第１章第１章第１章    終了時評価調査の概要終了時評価調査の概要終了時評価調査の概要終了時評価調査の概要 

 

１－１ 終了時評価の概要 

実際の投入内容、活動、実施プロセスを確認し、最新のプロジェクト・デザイン・マトリック

ス（Project Design Matrix：PDM）を用いてプロジェクト目標及び成果の達成度合いを比較した。

終了時評価の結果を共有し、合同調整委員会（JCC）にて同結果に関して協議を行い、残りのプ

ロジェクト期間にて実施すべき活動の方向性に関して、合意を形成した。 

 

１－２ 調査日程 

2015 年 11 月 1 日～11 月 24 日（調査日程の詳細については、付属資料１を参照）。 

 

１－３ 終了時評価調査メンバー 

（1）日本側 

担当業務 氏 名 所属/役職 

団 長 舟橋 學 JICA 産業開発・公共政策部民間セクタ

ーグル―プ 国際協力専門員 

評価分析 昌谷 泉 合資会社プラスタ 

協力企画 岡 ひとみ JICA 産業開発・公共政策部民間セクタ

ーグループ第一チーム 職員 

 

（2）相手国側 

氏 名 役 職 所 属 

セルビア共和国 

Ms. Vesna Mizdrak Director National Agency for Regional 

Development 

Ms. Ana Zegarac Assistant Director National Agency for Regional 

Development, Head of sector for 

international and interregional 

cooperation, education and mentoring 

Ms. Stefanija djokic Advisor for international 

cooperation and 

internationalization 

National Agency for Regional 

Development 

ボスニア・ヘルツェゴビナ 

Mr. Dragan Milovic Assistant Minister Ministry of Foreign Trade and Ecomomic 

Relations 

Ms. Edita Peric Adovisor for economic 

development 

Ministry of Foreign Trade and Ecomomic 

Relations, Sector for Economic 

development and Entrepreneurship 

Mr. Sevkija Okeric Director Sarajevo Economic Region Development 

Agency 
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Ms. Sanela Dzevlan Senior Program Manager Sarajevo Economic Region Development 

Agency 

Mr. Asmir Kosovac Program Manager Sarajevo Economic Region Development 

Agency 

モンテネグロ 

Mr. Aleksandar Pavicevic Director Directorate for Development of Small and 

Medium-sized Enterprises 

Ms. Sanja Varajic Communication and 

International 

Cooperation Adviser 

Directorate for Development of Small and 

Medium-sized Enterprises 

 

１－４ 主な面談者 

調査期間中、以下の者にインタビューを行った。 

・ カウンターパート機関の代表者 

・ プロジェクトのカウンターパート 

・ プロジェクトの専門家 

・ JICA バルカン事務所の担当者 

 

１－５ 評価方法 

１－５－１ 評価手順 

終了時評価調査団は、関連書類、カウンターパート及び日本側の専門家へのアンケート調査

及びインタビューを通じて、調査を実施。また、プロジェクト現場の訪問も行った。同調査団

は、プロジェクト・サイクル・マネジメント（Project Cycle Management：PCM）の評価手法に

基づく 5 項目評価の視点から評価を実施した。終了時評価結果については、相手国側の合同評

価委員会及びプロジェクト関係者と同調査団の間にて共同で行い、協議の結果を合同終了時評

価報告書に記載した。 

 

１－５－２ 分析項目 

（1）プロジェクトの実績 

プロジェクトの実績については、協議記録（Record of Discussions：R/D）にて合意され

た内容及び PDM に記載されている評価指標に基づき投入内容、成果、プロジェクト目標

及び上位目標に関して、分析を行った。 

 

（2）実施のプロセス 

プロジェクトの実施プロセスについて、技術移転、関係者間での情報交換、案件のモニ

タリングのプロセス等のさまざまな視点から確認し、プロジェクトの適切な管理が行われ

ているかを調べたうえで、プロジェクトの実施の妨げとなる要因等が存在するかを確認す

る。 
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（3）5 項目評価に基づく評価 

終了時評価調査団は、以下の 5 項目評価の視点から評価を行った。 

 

1）妥当性 

プロジェクト目標や上位目標が相手国の政策やわが国の援助政策との整合性がとれ

ているか、ターゲット・グループのニーズと合致しているかなど、プロジェクトの正当

性・必要性を検証、判断する。 

 

2）有効性 

プロジェクト目標が達成されるか、プロジェクト目標の達成が成果の達成によって引

き起こされたものかを検証し判断する。 

 

3）効率性 

プロジェクトが効果的に投入資源を活用したかという観点から、投入実績と成果達成

の状況を踏まえて、投入がどのように効率的に成果に転換されたかを検証・評価する。 

 

4）インパクト 

上位目標達成の見込みとプロジェクト実施により、相手国の技術、社会経済、文化、

制度等にもたらされる正負の効果、波及効果の有無を検証し判断する。 

 

5）持続性 

制度面、組織面、財務面、技術面の観点から、プロジェクト終了後、プロジェクトで

発現した効果がどのように定着・持続するかについて検証・評価する。 
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第２章第２章第２章第２章    プロジェクトの概略プロジェクトの概略プロジェクトの概略プロジェクトの概略 

 

２－１ プロジェクトの背景 

西バルカン地域のセルビア共和国（以下、「セルビア」と記す）、ボスニア・ヘルツェゴビナ、

モンテネグロは旧ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の解体後、それぞれ独立した国として、近

年の比較的安定した政情の下、経済開発を推進していた。2008 年に起きた金融危機の影響で各国

の GDP 成長率はマイナスに転じたものの（2009 年：セルビア-3.5％、ボスニア・ヘルツェゴビナ

-2.9％、モンテネグロ-5.7％）、その後緩やかに回復し、2013 年にはそれぞれ 2.6％、3.3％、2.5％

の GDP 成長を実現している。3 カ国の政府は、国内企業数の大半を占め〔セルビア 99.4％（2014

年）、ボスニア・ヘルツェゴビナ 99.1％（ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦 99.2％、スルプスカ共

和国 99.0％）（2014 年）、モンテネグロ 99.8％（2013 年）〕、国内雇用者の大部分を抱える中小企

業に対し、経済の活性化、失業者の吸収や貿易赤字の緩和といった面で大きな期待を寄せている。 

3 カ国の政府は欧州連合（EU）の政策・制度を踏まえて、中小企業の競争力強化をめざした政

策・制度の整備を進めている一方で、中小企業は依然として金融アクセスの制約、煩雑な行政手

続き、国内の不平等な競争等において問題を抱えている。また、政策・制度を実施するにあたっ

ての支援体制は脆弱であり、中小企業支援サービスを実施する人材が不足し、支援メニューも限

られているなか、これらを充実させることが必要である。 

このようななか、JICA ではセルビアにおいて日本における経営指導員の経験を生かし、中小企

業に直接企業診断やアドバイザリー活動を行うメンター制度の組織化、定着を目的とした技術協

力プロジェクト「メンター制度組織化計画プロジェクト」（2008 年 8 月～2011 年 8 月、以下、先

行プロジェクト）を実施した。このメンター制度はセルビア国内の多くの地域にて導入されたも

のの、サービスの質やメンターの育成等に課題が残っていたことから、セルビアからメンター制

度の強化、さらなる普及を目的とした継続案件の要請があった。また、セルビアにおける先行プ

ロジェクトの成果を評価したボスニア・ヘルツェゴビナの対外貿易経済関係省（MOFTER）及び

モンテネグロの中小企業開発庁（DDSME）からも、セルビアと同様のメンターサービス構築に

対する協力の実施について要請がなされた。セルビア側も本経験を活用し、両国のサービス構築

に協力する意向を示したことから、JICA は 2012 年に詳細計画策定調査を実施、各国政府機関等

の関係者と技術協力プロジェクト「西バルカン地域における中小企業メンターサービス構築･普

及促進プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」）の協力内容について協議･合意に至り、2016 年

5 月までの予定でプロジェクト活動を実施中である。これまでに 7 名のプロジェクト専門家（総

括、副総括/生産管理、人材育成/業務調整、企業診断、制度支援、起業研修/支援、業務調整/マー

ケティング）を現地へ派遣し、3 カ国の関係者に対する指導を行っている。 

今回実施する終了時評価調査は、2016 年 5 月のプロジェクト終了を控え、プロジェクト活動の

実績、成果を評価、確認するとともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び今後の類似事

業の実施にあたっての教訓を導くことを目的とした。 

 

２－２ プロジェクトの概要 

（1）上位目標 

西バルカン地域（セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ）において中小企

業への経営指導サービス（以下、メンターサービス）が継続・拡大され、同地域の中小企業
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が存続・発展する。 

 

（2）プロジェクト目標 

メンターサービスの構築とその実施を通し、各国の中小企業支援機関 の中小企業への支

援能力が向上する 

 

（3）成 果 

成果 1：（セルビア）セルビアの中小企業の状況に基づいたメンター制度が見直される。 

（セルビア以外の 2 カ国）自国において中小企業の状況に基づいたメンターサービス

が構築され、見直される。 

成果 2：各国において中小企業の課題解決に資するメンター及びメンタートレーナーが育成

される 

成果 3：各国においてメンターサービスが実践される。 

成果 4：メンターサービスを強化するための情報や知識がメンター、実施機関及び中小企業

の間で蓄積・共有される。 
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第３章第３章第３章第３章    プロジェクトの結果及び実績プロジェクトの結果及び実績プロジェクトの結果及び実績プロジェクトの結果及び実績 

 

本章ではプロジェクトの実績と実施プロセスを検証する。PDM に記載された各指標の検証は、

合同終了時評価報告書（Joint Terminal Evaluation Report）の Annex 1 の改訂版 PDM を基にしてい

る。改訂版 PDM は正式には承認されていないが、日本側、セルビア側の双方がオリジナル PDM

からこの改訂版 PDM への変更に同意しており、プロジェクトは現実に改訂版 PDM に沿って実施

されている。 

 

３－１ 投 入 

2013 年 4 月から終了時評価時に至るまで、日本側、相手国側双方の投入は下記のとおりほぼ計

画どおりに実施された。 

 

３－１－１ 日本側 

（1）専門家派遣 

プロジェクト開始以来、7 名の専門家が九つの活動分野にわたって派遣されている。合

計人月数は 2016 年 5 月のプロジェクト完了時点で約 75 人月となる予定である（Joint 

Terminal Evaluation Report の Annex 3 参照）。この人月数はセルビア、ボスニア・ヘルツェ

ゴビナ、モンテネグロの 3 カ国での活動を合計した数字である。 

 

（2）ローカルコンサルタント 

JICA 専門家をサポートするため、PR、データベース構築等を目的として数名のローカ

ル・コンサルタントがプロジェクトにより雇用された。 

 

（3）機材供与 

プロジェクト全体で 3 台のオフィス用プリンタが供与された（各国 1 台を供与）。 

 

（4）プロジェクト運営支出 

プロジェクト運営に必要な経費が日本側より支出された。各種の研修、セミナー、ワー

クショップ開催に伴う支出を含む。 

 

（5）本邦研修への参加者数 

セルビア：合計 12 名（2013 年 3 名、2014 年 5 名、2015 年 4 名） 

ボスニア・ヘルツェゴビナ：合計 16 名（2013 年 6 名、2014 年 5 名、2015 年 5 名） 

モンテネグロ：合計 13 名（2013 年 5 名、2014 年 4 名、2015 年 4 名） 

 

３－１－２ 相手国側 

（1）カウンターパートスタッフの配置 

プロジェクト・マネジメントのカウンターパートスタッフの配置は次のとおりである。 
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1）セルビア 

プロジェクト・ディレクター： 

Ms. Vesna Mizdrak, Director, National Agency for Regional Development（NARD） 

プロジェクト・マネジャー： 

Ms. Ana Zegarac, Assistant Director Head of Directorate for Regional Development, NARD 

このほか多数の地域開発庁（NARD）職員及び地域開発機関職員が、メンターや管

理スタッフとしてプロジェクトに参加した。 

 

2）ボスニア・ヘルツェゴビナ 

プロジェクト・ディレクター： 

Mr. Dragan Milovic, Assistant Minister of Ministry of Foreign Trade and Economic Relations 

（MOFTER） 

副プロジェクト・ディレクター： 

Mr. Sevkija Okeric, Director of Sarajevo Economic Region Development Agency （SERDA） 

プロジェクト・マネジャー： 

Ms. Sanela Dzevlan, Senior Program Manager of SERDA 

このほか多数のサラエボ経済地域開発庁（SERDA）職員及び地域開発機関職員が、

メンターや管理スタッフとしてプロジェクトに参加した。 

 

3）モンテネグロ 

プロジェクト・ディレクター： 

Mr. Aleksandar Pavicevic, Director, DDSME 

プロジェクト・マネジャー： 

Ms. Andjela Pusonjic Gajevic, Institutional Support Adviser, DDSME 

Ms. Sanja Varajic, Communication and International Cooperation Adviser, DDSME 

このほか多数の DDSME 職員及びビジネスセンター・地方自治体職員が、メンター

や管理スタッフとしてプロジェクトに参加した。 

 

（2）施設の提供 

JICA 専門家のための事務所、事務所用家具及び事務所経費（水道光熱費等）、また、メ

ンター研修用の施設を相手国側が提供した。 

 

（3）プロジェクト運営支出 

カウンターパートスタッフの国内旅費・日当、国内での相手国側のメンターによるメン

タリング及び研修に伴う経費を相手国側が支出した。 

 

３－２ 活動実績 

評価調査団は、PDM に記載されたプロジェクト活動がほぼプラン・オブ・オペレーション（Plan 

of Operation：PO、Joint Terminal Evaluation Report の Annex 2）に記載されたスケジュールに従っ

て実施済み、もしくは実施中であることを確認した。  
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３－３ 成 果 

評価調査団はプロジェクトが PDM に記載された活動を実施することにより四つの成果を上げ

たことを確認した。成果ごとの達成状況を以下に示す。 

 

３－３－１ 成果 1 

成果 1：（セルビア）セルビアの中小企業の状況に基づいたメンター制度が見直される。 

（セルビア以外の 2 カ国）自国において中小企業の状況に基づいたメンターサービスが

構築され、見直される。 

 

（1）セルビア 

指 標 

1-1．改善されたメンター制度戦略・計画、メンタリング実施ガイドライン、研修カリキ

ュラム及びメンター評価方法が作成される。 

1-2．メンター資格制度改訂版が作成される。 

 

（指標 1-1） 

この指標は達成された。 

メンターサービスを提供するための戦略は NARD と JICA 専門家が作成した「制度設計

マニュアル」に記載されている。3 種類のメンタリング・ガイドライン「総合理解のための

ガイドライン」「スタートアップ向けガイドライン」「成熟中小企業向けガイドライン」が

作成された。研修制度は「制度設計マニュアル」に明記されており、研修カリキュラムは

標準メンターサービスに基づいて再設計された。メンター評価に関しては、NARD は独自

の第三者評価制度を導入しており、さらにメンタリング対象中小企業からも質問票調査に

よって評価を受けている。 

 

（指標 1-2） 

この指標は達成された。 

「制度設計マニュアル」に、メンタートレーナーの資格要件を含む改訂版のメンター資

格制度が明確に記されている。 

 

以上のように二つの指標は達成されていることから、成果 1 は達成されている。 

 

（2）ボスニア・ヘルツェゴビナ 

指 標 

1-1．メンター制度戦略・計画、メンタリング実施ガイドライン、研修カリキュラム及び

メンター評価方法が作成され、改訂される。 

 

（指標 1-1） 

この指標は達成された。 

メンターサービスを提供するための戦略は SERDA と JICA 専門家が作成した「制度設計
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マニュアル」に記載されている。3 種類のメンタリング・ガイドライン「総合理解のための

ガイドライン」「スタートアップ向けガイドライン」「成熟中小企業向けガイドライン」が

作成された。研修制度は「制度設計マニュアル」に明記されており、研修カリキュラムは

標準メンターサービスに基づいて再設計された。メンター評価に関しては、企業診断報告

書、アクションプラン、完了報告書及びメンタリング対象企業からの意見を基準とした評

価制度が確立されている。 

 

以上のように指標の構成項目はすべて実施されていることから、成果 1 は達成されてい

る。 

 

（3）モンテネグロ 

指 標 

1-1．メンター制度戦略・計画、メンタリング実施ガイドライン、研修カリキュラム及び

メンター評価方法が作成され、改訂される。 

 

（指標 1-1） 

この指標は達成された。 

メンターサービスを提供するための戦略は DDSME と JICA 専門家が作成した「制度設計

マニュアル」に記載されている。3 種類のメンタリング・ガイドライン「総合理解のための

ガイドライン」「スタートアップ向けガイドライン」「成熟中小企業向けガイドライン」が

作成された。研修制度は「制度設計マニュアル」に明記されており、研修カリキュラムは

標準メンターサービスに基づいて再設計された。メンター評価に関しては、企業診断報告

書、アクションプラン、完了報告書及びメンタリング対象企業からの意見を基準とした評

価制度が確立されている。 

 

以上のように指標の構成項目はすべて実施されていることから、成果 1 は達成されてい

る。 

 

３－３－２ 成果 2 

成果 2：各国において中小企業の課題解決に資するメンター及びメンタートレーナーが育成さ

れる。 

 

（1）セルビア 

指 標 

2-1．メンターサービスを実施する能力を獲得するため 50 人以上が研修を新たに受ける。 

2-2．10 名以上がメンタートレーナーになるための研修を新たに受ける。 

2-3．2015 年 1 月以降に新たに採用されたメンタートレーナーの 80％以上が、管理者及

び受講生によって、メンター研修を実施するに十分の高い能力があると評価され

る。 
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（指標 2-1） 

この指標は部分的に達成された。 

プロジェクト期間中、新たに 23 名がメンターの研修を受け資格を取得したことにより、

現在セルビアにおけるメンター総数は 72 名となった。この数は現在の計画に沿ってメンタ

ーサービスを実施するには十分であることから、指標の趣旨から解釈すれば達成度は高い

といえる。実際には、指標の目標数が前身の JICA 協力プロジェクトで研修を受けたメンタ

ーの数を含むものとして設定された可能性もある。 

 

（指標 2-2） 

この指標は達成された。 

18 名が座学研修トレーナーになるための研修を受け、17 名が OJT（On the Job Training）

トレーナーになるための研修を受けた

1
。 

 

（指標 2-3） 

この指標は達成された。 

すべてのメンタートレーナーがプロジェクト管理者（JICA 専門家及び NARD）によって

十分な能力があると認定され、また、メンター研修受講生に対するアンケートでも高く評

価された。 

 

これらの指標の実績により、成果 2 は達成されている。 

 

（2）ボスニア・ヘルツェゴビナ 

指 標 

2-1．メンターサービスを実施する能力を獲得するため 12 人以上が研修を新たに受ける。 

2-2．10 人以上がメンタートレーナーになるための研修を新たに受ける。 

2-3．2015 年 1 月以降に新たに採用されたメンタートレーナーの 80％以上が、管理者及

び受講生によって、メンター研修を実施するに十分の高い能力があると評価され

る。 

 

（指標 2-1） 

この指標は達成された。 

これまでに、SERDA 職員 11 名、ボスニア・ヘルツェゴビナ海外貿易会議所（The Foreign 

Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina：FTCBH）職員 4 名の計 15 名がメンターの研修を

受け資格を取得している。さらに 2 名の休職中の職員が、復職しだい研修を受けることに

なっている。 

 

  

                                                        
1
 メンタートレーナー資格には、メンター研修生に座学研修を実施する座学研修トレーナーと、OJTを実施するOJTトレーナ

ーの2種類がある。 
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（指標 2-2） 

この指標は達成された。 

15 名が座学研修トレーナーになるための研修を受けた結果、座学研修 10 科目をすべてカ

バーできる体制になった。しかしながら、ボスニア・ヘルツェゴビナのメンタートレーナ

ーはすべて座学研修トレーナーであり、プロジェクト終了後に OJT トレーナーをどのよう

に育成するかが課題となる。 

 

（指標 2-3） 

この指標は達成された。 

すべてのメンタートレーナーがプロジェクト管理者（JICA 専門家及び SERDA）によって

十分な能力があると認定され、また、メンター研修受講生に対するアンケートでも高く評

価された。 

 

これらの指標の実績により、成果 2 は達成されている。 

 

（3）モンテネグロ 

指 標 

2-1．メンターサービスを実施する能力を獲得するため 8 人以上が研修を新たに受ける。 

2-2．5 人以上がメンタートレーナーになるための研修を新たに受ける。 

2-3．2015 年 1 月以降に新たに採用されたメンタートレーナーの 70％以上が、管理者及

び受講生によって、メンター研修を実施するに十分の高い能力があると評価される。 

 

（指標 2-1） 

この指標は達成された。 

これまでに、15 名がメンターの研修を受け資格を取得している。 

 

（指標 2-2） 

この指標は達成された。 

8 名が座学研修トレーナーになるための研修を受け資格を取得した。しかしながら、モン

テネグロのメンタートレーナーはすべて座学研修トレーナーであり、プロジェクト終了後

に OJT トレーナーをどのように育成するかが課題となる。 

 

（指標 2-3） 

この指標は達成された。 

すべてのメンタートレーナーがプロジェクト管理者（JICA 専門家及び DDSME）によっ

て十分な能力があると認定され、また、メンター研修受講生に対するアンケートでも高く

評価された。 

 

これらの指標の実績により、成果 2 は達成されている。 
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３－３－３ 成果 3 

成果 3：各国においてメンターサービスが実践される。 

 

（1）セルビア 

指 標 

3-1．プロジェクト開始以降、550 社以上の SME（中小企業）がメンターサービスを受け

る。 

 

（指標 3-1） 

この指標はプロジェクト終了時までには達成される見込みである。 

プロジェクト開始以降、2013 年には 109 社、2014 年には 105 社の企業がメンターサービ

スを受けた。2015 年には 101 社が NARD の地域開発計画に則りメンターサービスを受けて

いるところである。これらを合計すると 315 社の中小企業がプロジェクトによりメンター

サービスを受けている。これに加え、NARD は米国国際開発庁（USAID）とともに「民間

セクター開発プロジェクト」を実施中であるが、122 社の中小企業がメンターサービスを既

に受けている。同メンターサービスには JICA プロジェクトで開発されたメンタリングプロ

セスや内容が適用されている。今後さらに 118 社が同メンターサービスを受けることが予

定されており（JICA プロジェクト期間中に完了）、すべてを合計すると 555 社がメンターサ

ービスを受けることになる。 

 

この指標に従い、成果 3 はプロジェクト期間中に達成されることが見込まれる。 

 

（2）ボスニア・ヘルツェゴビナ 

指 標 

3-1．30 社以上の SME がメンターサービスを受ける。 

 

（指標 3-1） 

この指標はほぼ達成された。 

これまでに 12 社の中小企業が既にメンターサービスを受け、現在は 17 社が SERDA 及び

FTCBH のメンターからサービスを受けているところである。これらを合計すると 29 社の

中小企業がメンターサービスを受けたことになる。なお、メンターサービスの公募に対し

ては SERDA の所管地域であるサラエボ地域以外の中小企業からの申し込みが複数あった

が、所管地域内の立地企業という条件を満たしていないためにサービス対象外となった。

また、2015 年 11 月より開始される EU の協力による「急成長する中小企業への支援」プロ

ジェクトにおいて、新たに 20 社の中小企業がメンターサービスの対象として選定される予

定である。 

 

この指標によれば、成果 3 はプロジェクト期間中に達成されると見込まれる。 
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（3）モンテネグロ 

指 標 

3-1．30 社以上の SME がメンターサービスを受ける。 

 

（指標 3-1） 

この指標はほぼ達成された。 

2014 年に 13 社の中小企業が既にメンターサービスを受け、2015 年現在は 16 社がサービ

スを受けているところである。これらを合計すると 29 社の中小企業がメンターサービスを

受けたことになる。これら 29 社は次の 6 自治体に立地している。 

Podgorica、Cetinje、Bar、Niksic、Budva、Bijelo Polje 

 

この指標により、成果 3 はほぼ達成されたと判断される。 

 

３－３－４ 成果 4 

成果 4：メンターサービスを強化するための情報や知識がメンター、実施機関及び中小企業の

間で蓄積・共有される。 

 

（1）セルビア 

指 標 

4-1．3 国間で経験を共有するための会合が少なくとも年 1 回開催される。 

4-2．80％以上のメンタリング事例がデータベースに蓄積される。 

4-3．蓄積されたメンター事例が、メンター及び実施機関の承認を受けたスタッフによっ

て定期的にアクセスされる。 

4-4．メンタリング事例のうち優れた事例が、出版、セミナー、講義、メディアを通じて

SME に紹介される。 

 

（指標 4-1） 

この指標は達成された。 

2015年 9月にベオグラードで第 1回の全メンター会議が開催され、セルビアから約 55名、

ボスニア・ヘルツェゴビナから 9 名、モンテネグロから 15 名の出席者があった。また、3

カ国のカウンターパートスタッフが集合して相互関係を築くためのワークショップが 6 回

開催された。さらに、2013 年、2014 年、2015 年に実施されたプロジェクトの本邦研修にお

いては 3 カ国のメンターが共通の研修プログラムに参加した。 

 

（指標 4-2） 

この指標は部分的に達成されており、プロジェクト終了までには達成される見込みであ

る。 

すべてのメンタリング事例に関し、そのプロセスや成果等の詳細は公式に記録され蓄積

されている。これらの記録を管理するデータベースは現在開発中であり、2016 年 2 月ごろ
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に完成予定である。 

 

（指標 4-3） 

この指標はプロジェクト終了までに達成される見込みである。 

上述のようにデータベースは現在開発中であり、完成して稼働するようになれば情報へ

のアクセスは容易になる。 

 

（指標 4-4） 

この指標は部分的に達成された。 

メンター間の事例情報共有に関しては、企業診断報告に基づくメンタリング事例につい

ては全メンター会議で紹介されており、優れた事例の情報については 2016 年 2 月に開催さ

れるメンタリング・アワードにおいて紹介される予定である。中小企業に対するメンター

サービスの周知に関しては、プロジェクトは 2015 年にセルビアのコンサルティング企業と

契約し、優良事例の紹介を含むメンターサービスの戦略的プロモーションを実施した。テ

レビ番組、雑誌、ウェブサイト、ソーシャルメディア等を通じたプロモーションの結果、

中小企業からのメンターサービス申し込みは大幅に増加した。一方、サービス公募前のプ

ロジェクトによる中小企業向けセミナー開催等のメンターサービス周知活動は必ずしも十

分ではなかった。 

 

これらの 4 指標の実績から判断して、成果 4 はある程度達成されており、プロジェクト

終了時には達成されるものと見込まれる。 

 

（2）ボスニア・ヘルツェゴビナ 

指 標 

4-1．3 国間で経験を共有するための会合が少なくとも年 1 回開催される。 

4-2．全メンター会議が毎年開催される。 

4-3．蓄積されたメンター事例が、メンター及び実施機関の承認を受けたスタッ フによ

ってアクセスされる。 

4-4．メンタリング事例のうち優れた事例が、出版、セミナー、講義、メディアを通じて

SME に紹介される。 

 

（指標 4-1） 

この指標は達成された。 

全メンター会議は次の指標 4-2 に述べるとおり開催され、3 カ国のメンターの間での情報、

経験の共有や、メンターサービス改善に向けての活発な討議がなされた。また、3 カ国のカ

ウンターパートスタッフが集合して相互関係を築くためのワークショップが 6 回開催され

た。さらに、2013 年、2014 年、2015 年に実施されたプロジェクトの本邦研修においては 3

カ国のメンターが共通の研修プログラムに参加した。 
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（指標 4-2） 

この指標は達成された。 

2015 年 9 月にベオグラードで第 1 回の全メンター会議が開催され、ボスニア・ヘルツェ

ゴビナから 9 名、モンテネグロから 15 名、セルビアから約 55 名の出席者があった。ただ

し、プロジェクト終了以後に会議が毎年開催されるかどうかは現時点で不明である。 

 

（指標 4-3） 

この指標は基本的には達成されていると判断される。 

SERDA はこれまでの優良メンター事例をすべて記録して保存しており、メンターはその

情報にアクセスすることが可能である。ただし、既に述べたようにネットワークを活用し

たデータベースの構築は、プロジェクト期間内には実施されないことになった。 

 

（指標 4-4） 

この指標は達成された。 

中小企業に対するメンターサービスの周知に関しては、プロジェクトは 2015 年にセルビ

アのコンサルティング企業と契約し、優良事例の紹介を含むメンターサービスの戦略的プ

ロモーションを実施した。SERDA の企業データベースを活用し、ビジネス関連ウェブサイ

ト、ソーシャルメディア等を通じたプロモーションを実施した結果、中小企業のメンター

サービス認知度は上昇した。 

 

これらの 4 指標の実績から判断して、成果 4 はほぼ達成されている。ただし、メンタリ

ング事例のデータベース構築はプロジェクト終了後の課題となる。 

 

（3）モンテネグロ 

指 標 

4-1．3 国間で経験を共有するための会合が少なくとも年 1 回開催される。 

4-2．全メンター会議が毎年開催される。 

4-3．蓄積されたメンター事例が、メンター及び実施機関の承認を受けたスタッフによっ

てアクセスされる。 

4-4．メンタリング事例のうち優れた事例が、出版、セミナー、講義、メディアを通じて

SME に紹介される。 

 

（指標 4-1） 

この指標は達成された。 

全メンター会議は次の指標 4-2 に述べるとおり開催され、3 カ国のメンターの間での情報、

経験の共有や、メンターサービス改善に向けての活発な討議がなされた。また、3 カ国のカ

ウンターパートスタッフが集合して相互関係を築くためのワークショップが 6 回開催され

た。さらに、2013 年、2014 年、2015 年に実施されたプロジェクトの本邦研修においては 3

カ国のメンターが共通の研修プログラムに参加した。 
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（指標 4-2） 

この指標は達成された。 

2015 年 9 月にベオグラードで第 1 回の全メンター会議が開催され、モンテネグロから 15

名、ボスニア・ヘルツェゴビナから 9 名、セルビアから約 55 名の出席者があった。ただし、

プロジェクト終了以後に会議が毎年開催されるかどうかは現時点で不明である。 

 

（指標 4-3） 

この指標は基本的には達成されていると判断される。 

DDSME はこれまでの優良メンター事例をすべて記録して保存しており、メンターはその

情報にアクセスすることが可能である。ただし、既に述べたようにネットワークを活用し

たデータベースの構築は延期されている。 

 

（指標 4-4） 

この指標は達成された。 

中小企業に対するメンターサービスの周知に関しては、プロジェクトは 2015 年にセルビ

アのコンサルティング企業と契約し、優良事例の紹介を含むメンターサービスの戦略的プ

ロモーションを実施した。ビジネス関連ウェブサイト、新聞、ソーシャルメディア等を通

じたプロモーションを実施した結果、メンターサービス公募に対する中小企業からの応募

は 19 社に達し、前年に比較して増加した。サービス開始の初年度となった前年は、DDSME

がビジネスセンター及び地方自治体を通じ、既存のサービスを受けている中小企業に対し

メンターサービス応募を呼びかけていた。 

 

これらの 4 指標の実績から判断して、成果 4 はほぼ達成されている。ただし、メンタリ

ング事例のデータベース構築は今後の課題となる。 

 

３－４ プロジェクト目標 

プロジェクト目標：メンターサービスの構築とその実施を通し、各国の中小企業支援機関の中小

企業への支援能力が向上する。 

 

（1）セルビア 

指 標 

1．プロジェクト開始年に比べ 75％以上のメンターが、メンター制度の実施によりメン

タリング能力を向上させる。 

2．対象となる SME 支援機関が、メンター制度戦略・計画、メンタリング実施ガイドラ

イン、研修カリキュラム及びメンター評価方法の改訂を自ら行う能力があると JICA

専門家が判断する。 

 

（指標 1） 

この指標は以下の理由により達成されたと判断される。 

一つには、メンター研修受講生に対する研修終了時のアンケート調査では、ほぼ全員が自
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らのスキルが研修によって向上したと回答している。また、JICA 専門家は、OJT を通してメ

ンターが自身のスキル向上を自覚していると判断している。さらに、評価調査団のメンター

に対する一連のインタビューでは、メンターの大半はメンタリング経験を積むにつれ自身の

能力を向上させていると述べている。 

 

（指標 2） 

この指標はほぼ達成されたと判断される。 

JICA 専門家は、NARD がメンター制度戦略・計画、メンタリング実施ガイドライン、研修

カリキュラム及びメンター評価方法の改訂を自ら行う能力が既にあると判断している。その

根拠としては、プロジェクト（JICA 専門家と NARD のカウンターパート）が「制度設計マニ

ュアル」を共同で作成しており、その中には、①メンターサービス実施制度の枠組み、メン

ター資格制度及びメンター研修制度について明確に記載されており、②将来の戦略・計画の

改訂の基準となるメンタリングの基礎概念が定義されている。このマニュアルを基に、訓練

された人材により NARD はメンター制度の改訂を自ら行う能力がある。ただし、指摘される

べきは、メンターはすべて地域開発機関（Regional Agency/Regional Center：RA/C や Regional 

Development Agency：RDA）に属しており、NARD 自体はメンタリングを実施する人材を抱え

ていないことである。NARD は地域開発機関の実務経験を積んだメンターの意見を十分取り

入れ、メンター研修カリキュラム等の改訂に取り組むことが期待される。 

 

プロジェクト目標に設定された二つの達成指標は必ずしも「客観的に検証可能」ではない

が、上述の理由から高い達成度を示していると判断される。また、メンターサービスを受け

た中小企業の大半において経営が改善されたことが観察されている。一例を挙げれば、健康

食品を製造する企業では、メンターによる SWOT 分析（Strengths, Weaknesses, Opportunities and 

Threats Analysis）や顧客分析の結果、市場拡大といった自社の経営を改善する重点課題を確認

することができた。先述の四つのプロジェクト成果の達成度が高いことを考え併せ、評価調

査団は、プロジェクト目標は終了時には達成されるであろうと判断した。 

 

（2）ボスニア・ヘルツェゴビナ 

指 標 

1．プロジェクト開始年に比べ 80％以上のメンターが、メンター制度の実施によりメン

タリング能力を向上させる。 

2．対象となる SME 支援機関が、メンター制度戦略・計画、メンタリング実施ガイドラ

イン、研修カリキュラム及びメンター評価方法の改訂を自ら行う能力があると JICA

専門家が判断する。 

 

（指標 1） 

この指標は以下の理由により達成されたと判断される。 

一つには、メンター研修受講生に対する研修終了時のアンケート調査では、ほぼ全員が自

らのスキルが研修によって向上したと回答している。また、JICA 専門家は、OJT を通してメ

ンターが自身のスキル向上を自覚していると判断している。さらに、評価調査団のメンター
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に対する一連のインタビューでは、メンターの大半はメンタリング経験を積むにつれ自身の

能力を向上させていると述べている。 

 

（指標 2） 

この指標はほぼ達成されたと判断される。 

JICA 専門家は、SERDA がメンター制度戦略・計画、メンタリング実施ガイドライン、研修

カリキュラム及びメンター評価方法の改訂を自ら行う能力が既にあると判断している。その

根拠としては、プロジェクト（JICA 専門家と SERDA のカウンターパート）が「制度設計マ

ニュアル」を共同で作成しており、その中には、①メンターサービス実施制度の枠組み、メ

ンター資格制度及びメンター研修制度について明確に記載されており、②将来の戦略・計画

の改訂の基準となるメンタリングの基礎概念が定義されている。このマニュアルを基に、訓

練された人材により SERDA はメンター制度の改訂を自ら行う能力がある。 

 

プロジェクト目標に設定された二つの達成指標は必ずしも「客観的に検証可能」ではない

が、上述の理由から高い達成度を示していると判断される。また、メンターサービスを受け

た中小企業の大半において経営が改善されたことが観察されている。一例を挙げれば、2 種類

の事業を行っている企業では、メンタリングの一環として 2 事業の労働コストを比較分析し

た結果、人材の配置を最適化することができた。先述の四つのプロジェクト成果の達成度が

高いことを考え併せ、評価調査団は、プロジェクト目標は終了時には達成されるであろうと

判断した。 

 

（3）モンテネグロ 

指 標 

1．プロジェクト開始年に比べ 70％以上のメンターが、メンター制度の実施によりメン

タリング能力を向上させる。 

2．対象となる SME 支援機関が、メンター制度戦略・計画、メンタリング実施ガイドラ

イン、研修カリキュラム及びメンター評価方法の改訂を自ら行う能力があると JICA

専門家が判断する。 

 

（指標 1） 

この指標は以下の理由により、達成されたと判断される。 

一つには、メンター研修受講生に対する研修終了時のアンケート調査では、ほぼ全員が自

らのスキルが研修によって向上したと回答している。また、JICA 専門家は、OJT を通してメ

ンターが自身のスキル向上を自覚していると判断している。さらに、評価調査団のメンター

に対する一連のインタビューでは、メンターの大半はメンタリング経験を積むにつれ自身の

能力を向上させていると述べている。 

 

（指標 2） 

この指標はほぼ達成されたと判断される。 

JICA 専門家は、DDSME がメンター制度戦略・計画、メンタリング実施ガイドライン、研
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修カリキュラム及びメンター評価方法の改訂を自ら行う能力が既にあると判断している。そ

の根拠としては、プロジェクト（JICA 専門家と DDSME のカウンターパート）が「制度設計

マニュアル」を共同で作成しており、その中には、①メンターサービス実施制度の枠組み、

メンター資格制度及びメンター研修制度について明確に記載されており、②将来の戦略・計

画の改訂の基準となるメンタリングの基礎概念が定義されている。このマニュアルを基に、

訓練された人材により DDSME はメンター制度の改訂を自ら行う能力がある。 

 

プロジェクト目標に設定された二つの達成指標は必ずしも「客観的に検証可能」ではない

が、上述の理由から高い達成度を示していると判断される。また、メンターサービスを受け

た中小企業の大半において経営が改善されたことが観察されている。一例を挙げれば、ある

不動産会社では、メンターの分析、助言により組織を改編し、経営効率を向上させた。先述

の四つのプロジェクト成果の達成度が高いことを考え併せ、評価調査団は、プロジェクト目

標は終了時には達成されるであろうと判断した。 

 

３－５ 上位目標 

上位目標：西バルカン地域（セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ）において中

小企業への経営指導サービス（以下、メンターサービス）が継続・拡大され、同地域

の中小企業が存続・発展する。 

 

（1）セルビア 

指 標 

1．メンターサービスがプロジェクト対象地域において継続的に提供されている。 

2．セルビアにおいてメンターサービスを受けた中小企業の数が 2013 年の実績に比べ

100％増加する。 

3．メンターサービスを受けた中小企業の 75％以上が、サービスによって自社の経営が

改善されたと評価する。 

 

（指標 1） 

この指標は将来達成されると思われる。 

プロジェクト対象地域はセルビア全土であり、現在、地域開発機関によってメンターサー

ビスは既に提供されている。NARD は毎年政府からメンターサービスのための予算を安定的

に得ており、サービスの提供は将来的にも変わることはないと思われる。 

 

（指標 2） 

成果指標 3-1 にみるとおり、2013 年のメンタリング実績は 109 社であるので、この指標の

目標数値は年間 218 社となる。メンターサービスのための年間予算は毎年ほぼ安定しており、

2014 年と 2015 年の実績はそれぞれ約 100 社であるので、近い将来にこの目標を達成するのは、

政府予算が大幅に増加しない限りは困難である。指標の設定値は必ずしも適切でないと思わ

れる。 
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（指標 3） 

2014 年にメンターサービスを受けた中小企業を対象にした調査によると、105 社中 97％に

当たる 102 社の中小企業が、経営が改善されたと回答している。すなわち、この指標は現段

階で既に達成されており、現在の水準のサービスが資格をもつメンターによって提供され続

ければ、将来も達成されるものと思われる。 

 

上記 3 指標の現在の実績をみる限り、指標 2 の妥当性に疑問があることから、プロジェク

ト終了後 3～5 年に上位目標が達成されているかどうかを推定するのは難しい。しかし上位目

標の記述から解釈すれば、セルビアはその能力があることから国内でメンターサービスを継

続し改善していくことは確実と思われる。また、上位目標はボスニア・ヘルツェゴビナとモ

ンテネグロにおけるメンターサービス継続・拡大に言及しているが、各国政府のメンターサ

ービスを重視する意向と実施機関の能力の高さから判断すると達成は十分可能であると思わ

れる。特にモンテネグロでは既にメンターサービス実施対象地域を拡大している。セルビア

はこの点においても、現在プロジェクトで果たしているのと同様に重要な役割を果たすと思

われる。評価調査団は、総合的に、上位目標は達成されるものと肯定的に予測する。 

 

（2）ボスニア・ヘルツェゴビナ 

指 標 

1．メンターサービスがプロジェクト対象地域において継続的に提供され、プロジェクト

対象地域外にも拡大されている。 

2．ボスニア・ヘルツェゴビナにおいてメンターサービスを受けた中小企業の数が 2015

年の実績に比べ 200％増加する。 

3．メンターサービスを受けた中小企業の 80％以上が、サービスによって自社の経営が

改善されたと評価する。 

 

（指標 1） 

この指標は将来的に達成される可能性はある。 

プロジェクト対象地域は SERDA の所管するサラエボ地域である。SERDA は政府からの財

務的支援を受けず、独立採算で成立している組織であるため、メンターサービスの財源も不

安定である。しかしながら成果指標 3-1 で触れたように、SERDA は新規の 20 社を対象とする

メンターサービスの財源として、EU から 6 万 1,000 ユーロの予算を得ている。SERDA の実施

するメンターサービスの評価が高まれば、中小企業支援を実施するドナーや政府からの財源

確保も困難ではなくなるかもしれない。 

一方、現在のプロジェクト対象地域を超えたメンターサービスの全国拡大については、そ

の可能性は十分にあると思われる。その根拠として、各レベルの中小企業支援官庁諸機関〔国

家レベルの MOFTER、スルプスカ共和国の中小企業庁、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の開

発・アントレプレナーシップ・技術省（Ministry of Development Entrepreneurship and Crafts：

MODEC）、及び地域開発機関〕はメンターサービスの有効性と重要性を理解しており、サー

ビスの全国展開について話し合いを開始している。 
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（指標 2） 

成果指標 3-1 にみるとおり、2015 年のメンタリング実績は 29 社であるので、この指標の目

標数値は年間 87 社となる。SERDA の財源確保、またメンターサービスの対象地域拡大の可

否といった要因に大きく左右されるが、これらが順調に進展すれば達成は可能と思われる。 

 

（指標 3） 

2014 年にメンターサービスを受けた中小企業を対象にした調査によると、12 社中 92％に当

たる 11 社の中小企業が、経営が改善されたと回答している。すなわち、この指標は現段階で

既に達成されているが、JICA 専門家のサポートがあったことによりこの結果となったとも解

釈できる。しかしながら、2015 年に JICA 専門家やセルビア人メンタートレーナーから OJT

を受けたボスニア・ヘルツェゴビナのメンターは、現在メンターサービス実施中の対象企業

から既に高い評価を得ていることから、将来的にもこの指標は達成されるものと思われる。 

 

上記 3 指標の現在の実績をみる限り、プロジェクト終了後 3～5 年に上位目標が達成されて

いるかどうかを推定するのは非常に困難である。ボスニア・ヘルツェゴビナは政治、行政に

おいて複雑な条件を抱えており、メンターサービスの拡大を推進する体制について合意を得

るのは簡単ではない。しかしながら上述のように各レベルの関係機関がメンターサービスの

導入に肯定的な意思を示しているのは事実であり、その点において上位目標が達成される期

待は十分にある。 

 

（3）モンテネグロ 

指 標 

1．メンターサービスがプロジェクト対象地域において継続的に提供され、プロジェクト

対象地域外にも拡大されている。 

2．モンテネグロにおいてメンターサービスを受けた中小企業の数が 2015 年の実績に比

べ 100％増加する。 

3．メンターサービスを受けた中小企業の 70％以上が、サービスによって自社の経営が

改善されたと評価する。 

 

（指標 1） 

この指標は近い将来に達成されると思われる。 

DDSME は、成果指標 3-1 で述べたとおり、メンターサービスの対象地域は当初の 3 自治体

から 6 自治体へと既に拡大されている。対象地域がモンテネグロの全 22 自治体に拡大される

かどうか、さらにその時期がいつになるかについては予算等に依存するが、政府が開発政策

文書「中小企業開発戦略」に従ってメンターサービスを支える限り、いずれ全国への展開は

実現されると思われる。 

 

（指標 2） 

成果指標 3-1 にみるとおり、2015 年のメンタリング実績は 16 社であるので、この指標の目

標数値は年間 32 社となる。この数値が近い将来に実現可能か否かは予算等にかかっているた
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め不明であるが、DDSME はサービス拡大のための財源確保に努めている。 

 

（指標 3） 

2014 年にメンターサービスを受けた中小企業を対象にした調査によると、すべての企業が、

経営が改善されたと回答している。すなわち、この指標は現段階で既に達成されているが、

JICA 専門家のサポートがあったことによりこの結果となったとも解釈できる。しかしながら、

2015 年に JICA 専門家やセルビア人メンタートレーナーから OJT を受けたモンテネグロのメ

ンターは、現在メンターサービス実施中の対象企業から既に高い評価を得ていることから、

将来的にもこの指標は達成されるものと思われる。 

 

プロジェクト終了後 3～5 年に上位目標が達成されているかどうかを推定するのは困難であ

るが、上記 3 指標の現在の実績をみる限り、目標が達成される見込みは高い。 
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第４章第４章第４章第４章    実施プロセス実施プロセス実施プロセス実施プロセス 

 

評価調査団はプロジェクトの実施プロセスは適正であると判断した。主なポイントは次のとお

りである。 

 

４－１ セルビア 

（1）日本側 JICA 専門家とセルビア側 NARD カウンターパートスタッフ及び地域開発機関のメ

ンターの間の関係は良好であった。コミュニケーションは頻繁に何ら問題なく行われ、リ

アルタイムでプロジェクト活動に関する情報が共有された。 

 

（2）セルビア側プロジェクト・マネジャーの指導力は高く、効率的であった。2015 年に NARD

が 4 名の職員から成るプロジェクト・ユニットを設置したことにより、プロジェクト運営

はさらに強化された。 

 

（3）セルビアはプロジェクト以前より独自にメンターサービスを実施しており、また NARD に

とって本プロジェクトは、連続して 3 回目の JICA 技術協力プロジェクトである。したが

ってプロジェクトの導入、実施は円滑に行われた。 

 

（4）プロジェクトのモニタリングについては、プロジェクト側より進捗報告書計画どおり定期

的に提出された。また、外部からのモニタリングとして、合同調整委員会（JCC）が終了

時評価調査までに 3 回開催され（2013 年、2014 年、2015 年各 1 回）、適切に機能した。 

 

（5）プロジェクトの成果 1 と成果 2 にかかわる活動として、セルビアのカウンターパートスタ

ッフとメンターが、ボスニア・ヘルツェゴビナとモンテネグロにおけるメンター制度確立

とメンター育成に全面的に協力した。セルビアによる協力は円滑かつ効果的に進められ、

両国から高く評価され感謝された。 

 

４－２ ボスニア・ヘルツェゴビナ 

（1）日本側 JICA 専門家とボスニア・ヘルツェゴビナ側 SERDA カウンターパートスタッフ及び

メンターの間の関係は良好であった。コミュニケーションは頻繁に何ら問題なく行われ、

リアルタイムでプロジェクト活動に関する情報が共有された。 

 

（2）ボスニア・ヘルツェゴビナ側の SERDA プロジェクト・マネジャーは積極的な姿勢でプロ

ジェクトをほぼ一人で指揮し、高い指導力を発揮した。しかしながら、より安定的なプロ

ジェクト・マネジメントのためには、あと 1、2 名の人材をマネジメントに配置するべき

と思われる。 

 

（3）ボスニア・ヘルツェゴビナ国家政府は、プロジェクトの円滑な実施と将来の拡張のために、

より積極的な調整機能をもつことが期待される。 
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（4）プロジェクトのモニタリングについては、プロジェクト側より進捗報告書計画どおり定期

的に提出された。また、外部からのモニタリングとして、合同調整委員会（JCC）が終了

時評価調査までに 3 回開催され（2013 年、2014 年、2015 年各 1 回）、適切に機能した。 

 

４－３ モンテネグロ 

（1）日本側 JICA 専門家とモンテネグロ側 DDSME カウンターパートスタッフとの間の関係は

良好であった。コミュニケーションは頻繁に何ら問題なく行われ、リアルタイムでプロジ

ェクト活動に関する情報が共有された。 

 

（2）モンテネグロ側の DDSME プロジェクト管理スタッフはメンターサービスの導入・普及に

明確なビジョンをもち、主体性とオーナーシップをもってプロジェクト運営に取り組んだ

結果、サービスの実施を成功に導いている。 

 

（3）ビジネスセンター・地方自治体に所属するメンターはプロジェクトの円滑な運営に大きな

役割を果たしている。DDSME 及び JICA 専門家と密接に連絡を取り合い、中小企業へのサ

ービス向上に努めた。 

 

（4）プロジェクトのモニタリングについては、プロジェクト側より進捗報告書計画どおり定期

的に提出された。また、外部からのモニタリングとして、合同調整委員会（JCC）が終了

時評価調査までに 3 回開催され（2013 年、2014 年、2015 年各 1 回）、適切に機能した。 
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第５章第５章第５章第５章    5 項目評価項目評価項目評価項目評価 

 

評価 5 項目に基づく評価結果は以下のとおりである。 

 

５－１ 妥当性 

（1）セルビア 

プロジェクトの妥当性は非常に高い。 

プロジェクトはセルビア政府の政策、受益者のニーズに合致し、また日本の対セルビア協

力政策にも整合している。 

 

1）セルビア政府の政策との整合性 

セルビア政府による政策文書「中小企業、アントレプレナーシップ、競争力支援戦略

2011-2015 年」のためのアクションプランに、メンターサービスはセルビア中小企業を支

援するためのサービスの一つと記述されており、プロジェクトは全面的に政策に整合する。 

 

2）受益者ニーズとの合致 

プロジェクトの直接の受益者である NARD 及び地域開発機関には、中小企業の発展を促

進するニーズがあり、また中小企業にはその経営能力を向上させるニーズがある。したが

ってプロジェクトはこれらのニーズに完全に合致する。 

 

3）日本の対セルビア協力政策との整合性 

日本の対セルビア ODA 方針の重点分野は①民間セクター開発、②環境保全、③保健医

療・教育の 3 分野であり、プロジェクトは中小企業の発展を促進することにより民間セク

ター開発に貢献する。 

 

4）日本による協力の優位性 

日本は長年、自国で種々の中小企業支援政策を実施してきた経験があり、そのなかには

資格をもった指導員がメンターとして中小企業の経営に助言をする制度もある。また、日

本はこれまで世界各国において、中小企業支援を目的とした協力プロジェクトを多数手掛

けており、そのなかには中小企業に対するコンサルティングサービス制度の確立等も含ま

れる。さらに、JICA はセルビアにおいて本プロジェクトの前身となった技術協力プロジェ

クトを 2008 年から 2011 年まで実施しており、中小企業向けメンターサービスという分野

の協力において優位性をもつ。また、本プロジェクトは西バルカン地域の 3 カ国を対象と

したプロジェクトであるが、セルビアで今までに培った人材等の資源を他 2 カ国に適用、

活用している。日本は過去に同様の複数国を巻き込んだ三角協力プロジェクトを実施して

いることも優位点の一つである。 

 

（2）ボスニア・ヘルツェゴビナ 

プロジェクトの妥当性は非常に高い。 

プロジェクトはボスニア・ヘルツェゴビナ政府の政策、受益者のニーズに合致し、また日本
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の対ボスニア・ヘルツェゴビナ協力政策にも整合している。 

 

1）ボスニア・ヘルツェゴビナ政府の政策との整合性 

国内の政治、行政事情の複雑さにより、ボスニア・ヘルツェゴビナは現在、国家レベル

での中小企業振興計画・戦略を策定していない。しかしながら、民間企業の大半は中小企

業に分類され、中小企業は国の経済発展、地域開発、雇用創出に大きな影響を及ぼすこと

から、すべてのレベルの政府は中小企業の振興を重視している。したがって、メンターサ

ービスの提供による中小企業支援は、ボスニア・ヘルツェゴビナの政策に全面的に整合す

る。 

 

2）受益者ニーズとの合致 

プロジェクトの直接の受益者である SERDA、FTCBH 及び MOFTER には、中小企業の

発展を促進するニーズがあり、また中小企業にはその経営能力を向上させるニーズがある。

したがってプロジェクトはこれらのニーズに完全に合致する。 

 

3）日本の対ボスニア・ヘルツェゴビナ協力政策との整合性 

日本の対ボスニア・ヘルツェゴビナ ODA の基本方針は、社会の安定と経済の発展を支

援することであり、民間セクター開発はそのための重点分野の一つに挙げられている。プ

ロジェクトは中小企業の発展を支援することにより民間セクター開発に貢献する。 

 

4）日本による協力の優位性 

日本は長年、自国で種々の中小企業支援政策を実施してきた経験があり、そのなかには

資格をもった指導員がメンターとして中小企業の経営に助言をする制度もある。また、日

本はこれまで世界各国において、中小企業支援を目的とした協力プロジェクトを多数手掛

けており、そのなかには中小企業に対するコンサルティングサービス制度の確立等も含ま

れる。 

 

（3）モンテネグロ 

プロジェクトの妥当性は非常に高い。 

プロジェクトはモンテネグロ政府の政策、受益者のニーズに合致し、また日本の対モンテ

ネグロ協力政策にも整合している。 

 

1）モンテネグロ政府の政策との整合性 

モンテネグロの現行の中小企業振興政策は、DDSME が作成した「中小企業開発戦略

2011-2015 年」である。同戦略では、変化する社会経済環境のなかで中小企業が発展でき

るよう、支援機関の能力を向上させることが必要であると記述されており、プロジェクト

の趣旨はこの目的と完全に合致する。モンテネグロ政府はこのほかにも、中小企業の競争

力強化を目標とする「マイクロレベルの競争力拡大戦略 2011-2015 年」「クラスターの導入

による持続可能な経済成長戦略 2012-2016 年」「モンテネグロ開発指針 2012-2016 年」など

の戦略計画を策定している。  
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2）受益者ニーズとの合致 

プロジェクトの直接の受益者である DDSME 及びビジネスセンター・地方自治体には、

中小企業の発展を促進するニーズがあり、また中小企業にはその経営能力を向上させるニ

ーズがある。したがってプロジェクトはこれらのニーズに完全に合致する。 

 

3）日本の対モンテネグロ協力政策との整合性 

日本の対モンテネグロ ODA 方針の重点分野は①民間セクター開発、②環境保全、③医

療・教育の 3 分野であり、プロジェクトは中小企業の発展を促進することにより民間セク

ター開発に貢献する。 

 

4）日本による協力の優位性 

日本は長年、自国で種々の中小企業支援政策を実施してきた経験があり、そのなかには

資格をもった指導員がメンターとして中小企業の経営に助言をする制度もある。また、日

本はこれまで世界各国において、中小企業支援を目的とした協力プロジェクトを多数手掛

けており、そのなかには中小企業に対するコンサルティングサービス制度の確立等も含ま

れる。 

 

５－２ 有効性 

（1）セルビア 

プロジェクトの有効性は高い。 

３－４節に記したように、プロジェクト目標は達成されることが見込まれる。また、３－

３節に記したように四つのプロジェクト成果はすべてプロジェクト目標達成に向け貢献し

ている。成果のほか、下記の要因がプロジェクト目標の達成、あるいは有効性の向上に特に

寄与した。 

・ プロジェクトの最重要課題が成功裏に実施された。すなわち①メンタリングのコンセプ

トが明確に定義され、②研修、資格をはじめとしたメンタリングの制度が明確化され、

③標準メンタリングプロセスが記載されたガイドラインやマニュアルが整備された。 

・ PDMには活動として記載されていないが、SOTC（Special On the job training Through special 

Consultants）と呼ばれる専門コンサルタントによる OJT がメンターを対象に実施された。

講師はセルビア人の外部コンサルタントと JICA 専門家が務め、専門家による高水準の

コンサルティングを示すことにより、参加したメンターから高い評価を受けた。 

・ 2012 年、2014 年、2015 年にそれぞれ実施された本邦研修には、12 名のセルビア人メン

ターが、ボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロからのメンターとともに参加した。

研修内容は入念に準備されており、参加者は新しい知識とノウハウを身に付け、帰国後

はその知識を業務に活用するとともに他のメンターにも共有した。さらに、2015 年 9 月

に開かれた全メンター会議において、本邦研修の経験を 3 カ国からの出席者に共有した。 

 

（2）ボスニア・ヘルツェゴビナ 

プロジェクトの有効性は高い。 

３－４節に記したように、プロジェクト目標は達成されることが見込まれる。また、３－
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３節に記したように四つのプロジェクト成果はすべてプロジェクト目標達成に向け貢献し

ている。成果のほか、下記の要因がプロジェクト目標の達成、あるいは有効性の向上に特に

寄与した。 

・ プロジェクトの最重要課題が成功裏に実施された。すなわち①メンタリングのコンセプ

トが明確に定義され、②研修、資格をはじめとしたメンタリングの制度が明確化され、

③標準メンタリングプロセスが記載されたガイドラインやマニュアルが整備された。 

・ PDM には活動として記載されていないが、SOTC と呼ばれる専門コンサルタントによる

OJT がメンターを対象に実施された。講師は JICA 専門家が務め、高水準のコンサルテ

ィングを示すことにより、参加したメンターから高い評価を受けた。 

・ 2012 年、2014 年、2015 年にそれぞれ実施された本邦研修には、16 名のボスニア・ヘル

ツェゴビナ人メンターが、セルビア及びモンテネグロからのメンターとともに参加した。

研修内容は入念に準備されており、参加者は新しい知識とノウハウを身に付け、帰国後

はその知識を業務に活用するとともに他のメンターにも共有した。さらに、2015 年 9 月

に開かれた全メンター会議において、本邦研修の経験を 3 カ国からの出席者に共有した。 

 

（3）モンテネグロ 

プロジェクトの有効性は高い。 

３－４節に記したように、プロジェクト目標は達成されることが見込まれる。また、３－

３節に記したように四つのプロジェクト成果はすべてプロジェクト目標達成に向け貢献し

ている。成果のほか、下記の要因がプロジェクト目標の達成、あるいは有効性の向上に特に

寄与した。 

・ プロジェクトの最重要課題が成功裏に実施された。すなわち①メンタリングのコンセプ

トが明確に定義され、②研修、資格をはじめとしたメンタリングの制度が明確化され、

③標準メンタリングプロセスが記載されたガイドラインやマニュアルが整備された。 

・ PDM には活動として記載されていないが、SOTC と呼ばれる専門コンサルタントによる

OJT がメンターを対象に実施された。講師は JICA 専門家が務め、高水準のコンサルテ

ィングを示すことにより、参加したメンターから高い評価を受けた。 

・ 実施機関である DDSME はプロジェクトの意義を十分に理解し説明することにより、経

済省よりメンターサービスの実施予算を適切に確保した。 

・ 2012 年、2014 年、2015 年にそれぞれ実施された本邦研修には、13 名のモンテネグロ人

メンターが、セルビア及びボスニア・ヘルツェゴビナからのメンターとともに参加した。

研修内容は入念に準備されており、参加者は新しい知識とノウハウを身に付け、帰国後

はその知識を業務に活用するとともに他のメンターにも共有した。さらに、2015 年 9 月

に開かれた全メンター会議において、本邦研修の経験を 3 カ国からの出席者に共有した。 

 

５－３ 効率性 

（1）セルビア 

プロジェクトの効率性は、以下に述べるように高い。 
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1）投入の適切性 

・ JICA 専門家は誠実にプロジェクトに従事し、カウンターパートスタッフ及びメンター

への技術移転（知識、ノウハウの移転）に積極的に努めた。JICA 専門家は現地滞在中

ではない期間においても、メンターやカウンターパートスタッフからの問い合わせに

対し極力迅速かつ丁寧に対応した。 

・ NARD はプロジェクト・ユニットという部門を設置し、プロジェクト運営を効率的に

進めた。また、プロジェクト・マネジャーは強いリーダーシップの下、主体的にプロ

ジェクトの管理・運営を推進した。 

・ 地域開発機関のメンター、なかでも長期の経験をもつメンターは、活動の中心的役割

を果たしプロジェクトの効果発現に貢献した。 

・ 成果 4 の活動の一つであるメンターサービスの PR 活動は、セルビアのコンサルティ

ング企業に委託して実施した結果、国内のサービス認知度は大きく向上した。一方で、

メンターサービス公募前のプロジェクトによるサービス周知活動をより積極的に実

施していれば、中小企業からの応募をさらに増やすことができたものと思われる。 

・ 本邦研修はプロジェクト投入の一つであり、５－２節に記したように適切かつ効率的

に実施され、大きな効果を生んだ。 

・ プロジェクトに使用された機材、施設はおおむね適正であった。日本側から供与され

たオフィス用プリンタは不可避な理由により導入が遅れたが、プロジェクト活動への

影響はなかった。 

 

2）成果の達成度 

３－３節で述べたように、プロジェクト活動を実施した結果、四つの成果はほぼ達成さ

れた。プロジェクトの投入に対する成果の達成度は全体的に高く、効率性の高さを示して

いる。 

 

（2）ボスニア・ヘルツェゴビナ 

プロジェクトの効率性は、以下に述べるように高い。 

 

1）投入の適切性 

・ JICA 専門家は誠実にプロジェクトに従事し、カウンターパートスタッフ及びメンター

への技術移転（知識、ノウハウの移転）に積極的に努めた。JICA 専門家は現地滞在中

ではない期間においても、メンターやカウンターパートスタッフからの問い合わせに

対し極力迅速かつ丁寧に対応した。 

・ ボスニア・ヘルツェゴビナ側の SERDA プロジェクト・マネジャーは強いリーダーシ

ップの下、プロジェクト運営において主体性を発揮した。 

・ 成果 4 の活動の一つであるメンターサービスの PR 活動は、セルビアのコンサルティ

ング企業に委託して実施した結果、ボスニア・ヘルツェゴビナ国内のサービス認知度

は大きく向上した。将来的には国内の事情をよく知るボスニア・ヘルツェゴビナのコ

ンサルタントを活用することにより、さらに好結果を生むことができると思われる。 

・ 本邦研修はプロジェクト投入の一つであり、５－２節に記したように適切かつ効率的
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に実施され、大きな効果を生んだ。 

・ プロジェクトに使用された機材、施設は適正であり、問題なく活用されている。 

 

2）成果の達成度 

３－３節で述べたように、プロジェクト活動を実施した結果、四つの成果はほぼ達成され

た。プロジェクトの投入に対する成果の達成度は全体的に高く、効率性の高さを示している。 

 

（3）モンテネグロ 

プロジェクトの効率性は、以下に述べるように高い。 

 

1）投入の適切性 

・ JICA 専門家は誠実にプロジェクトに従事し、カウンターパートスタッフ及びメンター

への技術移転（知識、ノウハウの移転）に積極的に努めた。JICA 専門家は現地滞在中

ではない期間においても、メンターやカウンターパートスタッフからの問い合わせに

対し極力迅速かつ丁寧に対応した。 

・ モンテネグロ側でプロジェクト管理を担当した DDSME のカウンターパートスタッフ

の配置は適切であった。高い能力と意思により、プロジェクト運営において主体性を

発揮した。 

・ 成果 4 の活動の一つであるメンターサービスの PR 活動は、セルビアのコンサルティ

ング企業に委託して実施した結果、モンテネグロ国内のサービス認知度は大きく向上

した。 

・ 本邦研修はプロジェクト投入の一つであり、５－２節に記したように適切かつ効率的

に実施され、大きな効果を生んだ。 

 

2）成果の達成度 

３－３節で述べたように、プロジェクト活動を実施した結果、四つの成果はほぼ達成され

た。プロジェクトの投入に対する成果の達成度は全体的に高く、効率性の高さを示している。 

 

５－４ インパクト 

（1）セルビア 

プロジェクトの上位目標達成の見込みについては、３－５節に記したように、現時点では

判断が困難であるものの総合的には達成されると肯定的な予測ができる。また、以下のよう

なプロジェクトの実施による正のインパクトが確認された。負のインパクトは観察されてい

ない。 

・ 全メンター会議の開催、カウンターパートスタッフ対象のワークショップ、共通の本邦

研修等の活動を実施することにより、3 国間の協力が拡大された。これらの活動により、

各国のカウンターパートスタッフやメンター間の交流や提携が大きく推進された。メン

ターを仲介した各国企業間のビジネス発展可能性もある。 

・ 上記に関連し、セルビアは自国制度の経験を共有しメンタートレーナーを派遣すること

によって、ボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロのメンター制度構築、メンター
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育成に大きく貢献した。ボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロのメンター制度は

セルビアの制度を基にしたものであり、両国のマニュアルとガイドラインはセルビアで

作成されたマニュアルとガイドラインを基にしている。セルビアが派遣したメンタート

レーナーのパフォーマンスは高く評価され、研修終了後も相手国のメンターに情報提供

や助言をするなど、交流は続いている。 

・ USAID が NARD と共同で、南セルビア及び南西セルビア地域を対象に民間セクター開

発プロジェクトを実施している。このプロジェクトのコンポーネントには、本プロジェ

クトで構築・実施された標準メンタリングに基づいて、本プロジェクトで育成されたメ

ンターがメンターサービスを提供する活動も含まれている。このように、本プロジェク

トの実績が評価された結果、他ドナーのプロジェクトにメンターサービスが活用され、

シナジー効果を生んでいるといえる。 

 

（2）ボスニア・ヘルツェゴビナ 

プロジェクトの上位目標達成の見込みについては、３－５節に記したように持続性・発展

性の確保のいかんにかかっており、現時点では判断が非常に困難であるが、肯定的な要因は

あり達成の期待がもてる。また、プロジェクトの実施により、以下のような正のインパクト

が確認された。負のインパクトは観察されていない。 

・ 全メンター会議の開催、カウンターパートスタッフ対象のワークショップ、共通の本邦

研修等の活動を実施することにより、3 国間の協力が拡大された。これらの活動により、

各国のカウンターパートスタッフやメンター間の交流や提携が大きく推進された。メン

ターを仲介した各国企業間のビジネス発展可能性もある。 

・ ３－３－３項で触れたように、SERDA は 20 社の中小企業を対象としたメンターサービ

スのための予算を EU から新たに得ることができた。プロジェクトでの実績が高く評価

された結果が、この新たな財源獲得につながったと思われる。 

・ プロジェクトを通じ、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦政府、スルプスカ共和国政府、各

地域開発機関は、いずれもメンターサービスによる中小企業振興策の導入に肯定的な姿

勢を示した。これが将来実現すれば、両エンティティで共通の標準メンターサービスが

あまねく実施されることになり、非常に大きなインパクトとなる。 

 

（3）モンテネグロ 

プロジェクトの上位目標達成については、３－５節に記したように将来的に達成される可

能性は高いと見込まれる。 

また、プロジェクトの実施により、以下のような正のインパクトが確認された。負のイン

パクトは観察されていない。 

・ 全メンター会議の開催、カウンターパートスタッフ対象のワークショップ、共通の本邦

研修等の活動を実施することにより、3 国間の協力が拡大された。これらの活動により、

各国のカウンターパートスタッフやメンター間の交流や提携が大きく推進された。メン

ターを仲介した各国企業間のビジネス発展可能性もある。 

・ ３－３－３項で触れたように、メンターサービスの対象地域はこれまでに 6 自治体に拡

大したが、プロジェクトの初期段階では、このような急速な進展は予期されていなかっ
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た。DDSME 及びビジネスセンター・地方自治体によるプロジェクトへの積極的かつ真

摯な取り組みが、メンターサービスの早期の拡大につながった。 

 

５－５ 持続性 

（1）セルビア 

プロジェクトの持続性は高い。 

技術面、財務面での持続性は高く、政策・制度面での持続性も懸念要因はあるものの基本

的には高いと判断される。 

 

（2）ボスニア・ヘルツェゴビナ 

プロジェクトの持続性は中程度である。 

技術面での持続性は高いが、政策・制度面に関しては不明確である。財務面での持続性は、

好材料はあるものの十分に確保されているとはいえない。 

 

（3）モンテネグロ 

プロジェクトの持続性は総合的にみて比較的高いと判断される。 

政策・制度面は高く、技術面での持続性も相当程度確保されているが、財務面での持続性

は、中程度である。 

 

５－５－１ 政策・制度面 

（1）セルビア 

５－１節に記したようにセルビア政府の現行の中小企業支援戦略である「中小企業、ア

ントレプレナーシップ、競争力支援戦略」のアクションプランにメンターサービスは記載

されており、また、既に政府に承認された次期の 2020 年までの中小企業支援戦略のアク

ションプランにも、メンターサービスは重要な中小企業振興策の一つとして挙げられてい

る。近い将来に政府の中小企業振興の方針が変更されるとは考えにくく、政策面からはプ

ロジェクトの持続性は確保されると思われる。 

一方、制度面では、NARD は地域開発機関とともにメンターサービスを実施、管理して

いくうえで十分の組織能力と有能な人材を有しているが、2016 年 1 月に NARD はセルビ

ア投資輸出促進庁（SIEPA）と統合することが決定している。統合によりメンターサービ

ス部門に配置される人員が削減される可能性もあり、持続性確保の懸念要因となっている。 

 

（2）ボスニア・ヘルツェゴビナ 

ボスニア・ヘルツェゴビナ政府と二つのエンティティの政府にとって中小企業振興が重

要課題であることは５－１節に記したとおりである。近い将来に政府による中小企業振興

政策・戦略が公式に策定されるかどうかは不明であるが、メンターサービスの提供を含む

中小企業振興施策を政府が支持することは確かであるといえる。 

制度面に関しては、メンターサービスを全国に拡大する体制について具体的な計画は表

明されていないため、その意味でのプロジェクト効果の持続性は確保されていないと考え

られるが、関係各機関はメンターサービスの拡大に向け協力する可能性について話し合い
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を始めている。なお、SERDA と FTCBH は、現在の対象地域で中小企業にメンターサービ

スを提供するのに十分な組織能力を備えており、財源が確保されれば問題なくサービスは

継続されると思われる。 

 

（3）モンテネグロ 

モンテネグロ政府が明確な中小企業振興政策をもつことは５－１節に記したとおりで

あり、政府は中小企業支援策を今後も継続すると考えられる。2016 年に策定される予定の

次期中小企業振興戦略である「中小企業開発戦略 2016-2020 年」のアクションプランには、

メンターサービスが明記されると期待される。 

メンターサービスを提供する制度的枠組みに関しては、DDSME は優秀なスタッフを抱

えており、政府の中小企業振興方針の下、ビジネスセンター・地方自治体と連携してメン

ターサービスを継続し拡大していくだけの組織能力を十分に備えている。 

 

５－５－２ 技術面 

（1）セルビア 

技術面では、上述のように現在の NARD はプロジェクト終了後もメンターサービスを維

持・発展させるだけの能力をもつ。また、各地域開発機関に所属するメンターの技能・知

識はおしなべて高い水準にあり、プロジェクトによって作成されたマニュアルやガイドラ

インを活用することにより、標準化されたメンターサービスをこれからも中小企業に提供

していく能力がある。必要に応じて、プロジェクトで確立された研修制度によって新規メ

ンターの育成も実施されると思われる。 

 

（2）ボスニア・ヘルツェゴビナ 

技術面では、上述のように現在の SERDA はプロジェクト終了後もメンターサービスを

継続する管理能力を十分にもつ。ただし第４章（実施プロセス）で指摘したように、管理

部門の人材補充による強化が望まれる。また、プロジェクトで育成されたメンターの技

能・知識はおしなべて高い水準にあり、作成されたマニュアルやガイドラインを活用する

ことにより、標準化されたメンターサービスをこれからも中小企業に提供していく能力が

ある。さらに経験を積むことにより、より良いサービスを提供することが期待される。 

 

（3）モンテネグロ 

技術面では、上述のように現在の DDSME はプロジェクト終了後もメンターサービスを

継続する管理能力を十分にもつ。また、プロジェクトで育成されたメンターの技能・知識

はおしなべて高い水準にあり、作成されたマニュアルやガイドラインを活用することによ

り、標準化されたメンターサービスをこれからも中小企業に提供していく能力がある。さ

らに経験を積むことにより、より良いサービスを提供することが期待される。ただし、現

在モンテネグロにはメンターに OJT を施す OJT トレーナーが育っていないことは課題と

なる。 
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５－５－３ 財務面 

（1）セルビア 

NARD は過去数年、地域開発戦略に基づいてメンターサービスのための政府予算を安定

的に確保していることから、財務面での持続性は高いと判断される。政府の中小企業振興

政策が維持される限りは、メンターサービスの実施財源は確保できると思われる。 

 

（2）ボスニア・ヘルツェゴビナ 

財務面での持続性は現状では高いとはいえないが、好材料となる要因はある。SERDA

は独立採算による組織であり、いずれのレベルの政府からも経常予算を支給されていない。

メンターサービスについても現在は政府から財務的支援を受けていないため、プロジェク

ト終了後のサービス継続のため、ドナーや政府に支援の要求を続けている。その結果、前

述のとおり EU から 6 万 1,000 ユーロの予算を確保し、中小企業 20 社を対象としたメンタ

ーサービスをプロジェクト期間中に開始することになった。サービスを標準化しガイドラ

インやマニュアルを整備してメンタリングの効果に説得力をもたせたことが予算獲得に

つながったと思われる。メンターサービスの実績や最近の政治的進展（新政府による経済

改革推進の方針やそれに対する EU の高評価等）を考慮すると、各レベルの政府からのメ

ンターサービスへの予算面での支援増加の可能性は広がっている。 

 

（3）モンテネグロ 

財務面での持続性は中程度と判断される。政府がメンターサービスの重要性を認識した

結果、DDSME は 2015 年のメンタリング予算として 1 万 2,000 ユーロを確保し、また 2016

年予算として 1 万 3,000 ユーロを要求し、現在承認を待っているところである。政府の中

小企業支援方針を考慮すると、今後も短期的には同程度の予算を確保できるものと期待で

きるが、一方でモンテネグロの国家財政は厳しい状態にあり、DDSME 全体としての予算

はここ数年連続して削減されている。したがって、国家財政の悪化が将来的にはメンター

サービスの継続・拡大に関してもマイナスの影響を及ぼす可能性はある。 
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第６章第６章第６章第６章    結結結結    論論論論 

 

評価調査団は、実地調査、関係者との意見交換及び団内での討議を重ねた結果、3 カ国にて、

以下の結論に達した。 

 

６－１ プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標は、3 カ国とも評価時の成果達成指標及び目標達成指標の状況から判断して、

プロジェクト終了時点には達成されると見込まれる。 

 

６－２ 5 項目評価 

（1）セルビア 

プロジェクトの「妥当性」は非常に高く、「有効性」「効率性」「持続性」は高いと評価さ

れた。また、プロジェクトによる正の「インパクト」が複数あることが確認された。 

 

（2）ボスニア・ヘルツェゴビナ 

プロジェクトの「妥当性」は非常に高く、「有効性」と「効率性」は高いと評価された。「持

続性」は中程度である。また、プロジェクトによる正の「インパクト」が複数あることが確

認された。 

 

（3）モンテネグロ 

プロジェクトの「妥当性」は非常に高く、「有効性」と「効率性」は高いと評価された。「持

続性」は比較的高いと評価された。また、プロジェクトによる正の「インパクト」が複数あ

ることが確認された。 
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第７章第７章第７章第７章    提言・教訓提言・教訓提言・教訓提言・教訓 

 

７－１ 提 言 

（1）セルビア 

1）ボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロへの情報共有 

終了時評価調査にて多数のプロジェクト関係者とインタビューを行った結果、ボスニ

ア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロ側は、セルビア側よりメンタートレーナーの派遣な

ど協力を受け、効果的に新たなメンターを育成できた点で高く評価していることが分かっ

た。セルビア人メンタートレーナーは、OJT トレーニング期間終了後も電話やメールでの

情報交換を通じて、積極的に新メンターのフォローを行ったことから、このような高い評

価が得られたと考えられる。ついては、ボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロ側に

て新たに育成されたメンターに対して、継続的に能力向上を図る機会を与えるべく、セル

ビア人メンタートレーナーが引き続き積極的に情報交換を継続することが望ましい。 

 

2）メンター総会（All Mentor Meeting）の定期的開催 

セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロの 3 カ国にて既にメールや電話を

通じて情報交換が行われているが、3 カ国のメンターは、対面で他国のメンターと議論す

ることがメンターの能力向上に重要であると認識している。案件終了後も、メンター総会

の継続的な実施が望まれることから、セルビア側（NARD）が、ボスニア・ヘルツェゴビ

ナ（SERDA）及びモンテネグロ（DDSME）と協議のうえで、メンター総会の実施方法に

関する検討を行うことを提案する。 

 

（2）ボスニア・ヘルツェゴビナ 

1）対外貿易経済関係省（MOFTER）に対する提言 

a）地方関係省庁との調整 

ボスニア・ヘルツェゴビナにおいて、2013 年に本プロジェクトが開始される前から既

に中小企業支援施策が存在していたが、各施策に関する情報が十分にない状況であった。

本プロジェクトにてサラエボ地域の育成されたメンターが、各中小企業の経営者に対し

て経営手法の改善などの支援をし、同国の中小企業支援に関する発展に貢献してきた。

本プロジェクトの成果を広報し、将来的に全国の中小企業支援施策の一つになるよう働

きかける必要がある。同国では、各エンティティ、各地区、各地方自治体ごとに中小企

業支援についての重要な役割を担っているため、各行政機関の施策策定担当者に対して、

メンターサービスの重要性及び効果について共有することが望ましい。したがって、少

なくとも本プロジェクト終了前に一度は、MOFTER が JICA 専門家と協力して、知見共

有セミナーを開催すべきである。加えて、MOFTER がプロジェクト終了後もメンターサ

ービスに関する協議を各地方行政機関の関係者と調整する主要な役割を引き続き担う

ことを提案する。 
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2）サラエボ経済地域開発庁（SERDA）に対する提言 

a）顧客変更制度 

本調査を通じて、顧客数が増加するに伴い、メンターが助言した内容を実践しない顧

客が散見されるようになった。同国政府の予算の関係上、メンターサービスを提供でき

る企業数も限られていることから、メンターサービスの提供が開始されたあとでも、サ

ービス提供の停止が可能となるよう同サービスの提供方法について、柔軟性をもたせる

必要がある。SERDA にて、同サービスの停止または顧客変更制度に関する規則の整備

を行うことを提案する。 

 

b）メンターサービスに関するフォローアップ 

本調査にて、多くの中小企業の経営者は、メンターサービスの提供終了後も、担当メ

ンターに対して経営課題に関し、助言を求めることが多いことが分かった。経営者がメ

ンターに追加の支援を依頼するということは、つまり、経営者がメンターを信頼し、過

去に提供されたメンターサービスが有効であったと評価していることの証であるため、

高く評価すべき事実である。一方で、メンターがより多くの中小企業に対して、より良

いサービスを提供すればするほど、時間を経るごとに、多くの顧客を抱えることになり、

最終的には過去の顧客からの相談対応に日々追われるという現象が起こりかねない。こ

のような状況に陥らないために、メンター個人での対応ではなく、SERDA が組織とし

て過去の顧客に対して、フォローアップを実施する必要がある。具体的には、フォロー

アップを必要とする顧客数を分析し、フォローアップ計画を策定し、その後、助成金等

の制度の策定を地方自治体に促すことで財務面での安定を保つ努力を行うことが重要

である。 

 

c）メンターサービスの好事例の共有 

メンタートレーニング期間中は、JICA 専門家やセルビア人メンタートレーナーよりサ

ービスの改善に向けた助言を比較的容易に受けることができたが、プロジェクト終了後

は経験者から助言を受けることは難しい。各メンターはそれぞれの顧客へのサービス提

供を通じて、経営支援に関する経験を蓄積しているため、定期的にメンター間で互いの

経験を共有し合うことでメンターの能力向上を図ることが重要である。ついては、

SERDA（一部必要に応じて FTCBH も含め）が中心となって、情報交換会を定期的に開

催し、メンターが直面した課題などの実例について共有し、議論を促進することを提案

する。 

 

d）メンター総会（All Mentor Meeting）の定期的開催 

セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロの 3 カ国にて既にメールや電話

を通じて情報交換が行われているが、3 カ国のメンターは、対面で他国のメンターと議

論することがメンターの能力向上に重要であると認識している。案件終了後も、メンタ

ー総会の継続的な実施が望まれることから、ボスニア・ヘルツェゴビナ側（SERDA）が、

セルビア（NARD）及びモンテネグロ（DDSME）と協議のうえで、メンター総会の実施

方法に関する検討を行うことを提案する。  
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（3）モンテネグロ 

1）メンターサービスの好事例の共有 

メンタートレーニング期間中は、JICA 専門家やセルビア人メンタートレーナーよりサー

ビスの改善に向けた助言を比較的容易に受けることができたが、プロジェクト終了後は経

験者から助言を受けることは難しい。各メンターはそれぞれの顧客へのサービス提供を通

じて、経営支援に関する経験を蓄積しているため、定期的にメンター間で互いの経験を共

有し合うことでメンターの能力向上を図ることが重要である。ついては、DDSME が中心

となって、地方のビジネスセンターや地方自治体と協力し、情報交換会を定期的に開催し、

メンターが直面した課題などの実例について共有し、議論を促進することを提案する。 

 

2）OJT トレーナーへのトレーニング 

メンターサービスの提供回数 5 回以上の経験及び OJT トレーナーのトレーニング研修の

受講が必要であることから、モンテネグロでは OJT トレーナーが育成されていない。メン

ターサービスの提供回数については時間を要するため、本プロジェクト期間中に 5 回以上

の経験を積むことは困難であるが、トレーニング研修の実施については可能性があること

から、本プロジェクト期間中に JICA 専門家と相談のうえ、同研修の実施について検討す

べきである。 

 

3）メンター総会（All Mentor Meeting）の定期的開催 

セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロの 3 カ国にて既にメールや電話を

通じて情報交換が行われているが、3 カ国のメンターは、対面で他国のメンターと議論す

ることがメンターの能力向上に重要であると認識している。案件終了後も、メンター総会

の継続的な実施が望まれることから、モンテネグロ側（DDSME）が、セルビア（NARD）

及びボスニア・ヘルツェゴビナ（SERDA）と協議のうえで、メンター総会の実施方法に関

する検討を行うことを提案する。 

 

７－２ 教 訓 

（1）セルビア 

＜効果的なガイドラインやマニュアルに基づくメンター制度の確立とその実施について＞ 

プロジェクト期間の前半で、JICA 専門家及び各国のカウンターパートにて、メンターサー

ビスの実施に関するガイドラインやメンター向けのサービス提供マニュアルを試行的に作

成し、メンターサービスの提供を通じて、プロジェクト期間の後半で内容を改良した。メン

ターの役割やメンターサービスの内容及び効果をガイドラインやマニュアルに明確に記載

し、メンターに対して使用方法を丁寧に指導したことで、メンターによって現場で活用され

た。メンターサービスの内容が標準化されたことで、メンター自らがメンターサービスの手

順を顧客に正しく説明することが可能になり、顧客もメンターとともに実施する活動内容を

明確に理解し、メンターの助言に従って改善策を実行しやすくなった。このように、メンタ

ーの助言を素早く受け入れた顧客が経営状態を改善させる現象が各国でみられた。 

したがって、プロジェクト期間の早期に使いやすいガイドラインやマニュアルを作成し、

それらがカウンターパートによって実際に現場で利用されることで、プロジェクト期間中に
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試行錯誤を行い、より効果的な活動が可能になるという教訓が得られた。他のプロジェクト

でも、この教訓を念頭に置き、本プロジェクトでの活動内容、投入スケジュールが参考にな

ると考えられる。 

 

（2）ボスニア・ヘルツェゴビナ 

＜効果的なガイドラインやマニュアルに基づくメンター制度の確立とその実施について＞ 

プロジェクト期間の前半で、JICA 専門家及び各国のカウンターパートにて、メンターサー

ビスの実施に関するガイドラインやメンター向けのサービス提供マニュアルを試行的に作

成し、メンターサービスの提供を通じて、プロジェクト期間の後半で内容を改良した。メン

ターの役割やメンターサービスの内容及び効果をガイドラインやマニュアルに明確に記載

し、メンターに対して使用方法を丁寧に指導したことで、メンターによって現場で活用され

た。ガイドラインやマニュアルにより、メンターサービスの内容が標準化されたことで、メ

ンターが提供するサービスの質が一定程度高まり、これに伴い、顧客である中小企業の経営

状況も改善した。 

また、サービス内容が明確になったことで、SERDA が他の中小企業支援機関に対し、同

サービスの内容や効果を明確に説明できるようになるという副次的な効果をもたらした。具

体的な効果として、SERDA が EU に対してメンターサービスの内容を説明し実施予算に関す

る支援を依頼したところ、EU は同サービスを高く評価し、実施予算を提供するに至ったこ

とが挙げられる。 

したがって、プロジェクト期間の早期に使いやすいガイドラインやマニュアルを作成し、

それらがカウンターパートに実際に活用されることで、カウンターパート自身が活動内容や

効果を明確に説明し、他機関より支援を得る可能性を広げられるという点で、他のプロジェ

クトでも参考になると考えられる。 

 

（3）モンテネグロ 

＜メンターサービスの効果と政府予算の獲得について＞ 

プロジェクト期間の前半で、JICA 専門家及び各国のカウンターパートにて、メンターサー

ビスの実施に関するガイドラインやメンター向けのサービス提供マニュアルを試行的に作成

し、メンターサービスの提供を通じて、プロジェクト期間の後半で内容を改良した。メンター

の役割やメンターサービスの内容及び効果をガイドラインやマニュアルに明確に記載し、メン

ターに対して使用方法を丁寧に指導したことで、メンターによって現場で活用された。 

また、モンテネグロではメンターサービスの対象地域を絞って、JICA 専門家及びセルビア

人メンタートレーナーが集中的にメンターを育成し、サービスを提供した。ガイドラインや

マニュアルにより、メンターサービスの内容を標準化し、対象地域を絞り、メンターが提供

するサービスの質を高めたことで、顧客である中小企業の経営状況も改善した。サービスの

対象となった企業が経営状況を改善したことで、DDSME は、経済省に対して、メンターサ

ービスの必要性及び効果を説明することが可能になり、サービス対象地域の拡大を目的とし

て 2015 年以降の予算を確保した。したがって、プロジェクトの実施によって良い効果がみ

られると、対象機関が活動に関する予算を確保しやすくなるという点で、他のプロジェクト

でも参考になると考えられる。 



付付付付    属属属属    資資資資    料料料料    

 

１．調査日程  

 

２．合同終了時評価報告書（Joint Terminal Evaluation Report）  

 

３．Project Design Matrix（更新版）  

 

４．要員実績  
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